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【開催日】 平成２７年３月１３日 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午前１０時～午後４時４５分 

【出席委員】 
 

委 員 長 伊 藤   實 副委員長 中 村 博 行 

委 員 岩 本 信 子 委 員 河 野 朋 子 

委 員 下 瀬 俊 夫 委 員 杉 本 保 喜 

委 員 長谷川 知 司 委 員 松 尾 数 則 

委 員 吉 永 美 子   

 

【欠席委員】 なし 

 

【委員外出席議員等】 
 

議  長 尾 山 信 義 副 議 長 三 浦 英 統 

 

【傍聴議員】  
 

議  員 岡 山   明 議 員 河 﨑 平 男 

議  員 中 島 好 人   

 

【執行部出席者】  
 

総務部長 中 村   聡 総務部次長兼総務課長 大 田 好 夫 

総務課主幹 幡 生 隆太郎 総務課主査兼広報係長 矢 野   徹 

総務課法制係長 河 田 圭 司 総務課危機管理室長 大 下 賢 二 

人事課長 城 戸 信 之 人事課主幹 大 谷 剛 士 

人事課人事係長 山 本 満 康 人事課給与係長 古 谷 雅 俊 

税務課長 岩 本 良 治 税務課主幹 古 谷 昌 章 

地籍調査課長 徳 永 文 孝 地籍調査課調査係長 畑 中 徳 行 

消防課長 中 野 公 次 消防課主幹 西 原 敏 郎 

消防課消防庶務係長 松 岡 賢 吾 総合政策部長 堀 川 順 生 

企画課長 芳 司 修 重 企画課企画係長 杉 山 洋 子 

企画課行革推進係長 別 府 隆 行 財政課長 川 地   諭 

財政課課長補佐 篠 原 正 裕 財政課財政係長 山 本   玄 

管財課長 阿 部 武 彦 管財課主幹 井 上 正 満 

管財課主査兼財産管理係長 梅 田 智 幸 情報管理課長 赤 間 照 男 

情報管理課主幹 山 根 正 幸 市民生活部長 川 上 賢 誠 
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市民生活部次長兼環境課長 佐久間 昌 彦 市民課長 岡 原 一 恵 

市民課戸籍係長 森 山 まゆみ 市民課住民係長 光 井 誠 司 

協働推進課長 石 本 善 子 協働推進課課長補佐 桶 谷 一 博 

協働推進課市民交流係長 増 冨 久 之 人権・男女共同参画室長 山 根 和 美 

人権・男女共同参画室主幹 柏 村 照 美 生活安全課長 白 石 俊 之 

生活安全課課長補佐 吉 田 悦 弘 生活安全課主査 亀 﨑 芳 江 

環境課主幹 渡 邉 育 学 環境課主査 湯 淺   隆 

環境課主査 木 村 清次郎 環境施設整備室長 榎 坂 昌 歳 

環境施設整備室技監 中 森 達 一 環境衛生センター所長 堤   泰 秀 

健康福祉部長 河 合 久 雄 健康福祉部次長兼社会福祉課長 伊 藤 雅 裕 

健康増進課長 山 根 愛 子 健康増進課課長補佐 河 野 靜 恵 

健康増進課課長補佐 木 本 順 二 健康増進課主査 石 井 尚 子 

建設部次長兼下水道課長 多 田 敏 明 成長戦略室長 大 田   宏 

成長戦略室主査 石 田 恵 子 文化会館長 西 田   実 

文化会館主査 舩 林 康 則 市民館長 金 子 雅 宏 

成長戦略室主幹 川 﨑 信 宏 監理室長 谷 岡 信 昭 

監理室技監 柴 田 直 幸 山陽総合事務所長 吉 藤 康 彦 

山陽総合事務所副所長 藏 本 一 成 地域活性化室長 伊 藤   敦 

出納室長 岩 崎 秀 司 出納室主幹 岩 佐 清 彦 

選挙管理委員会事務局長 藤 村 安 彦 監査委員事務局長 沼 口   宏 

 

【事務局出席者】 
 

局 長 古 川 博 三 局 次 長 清 水   保 

庶務係長 島 津 克 則   

 

【審査事項】 

１ 議案第１１号 平成２７年度山陽小野田市一般会計予算について 

 

午前１０時 開会 

 

伊藤實委員長 おはようございます。それでは一般会計予算決算常任委員会を

開会します。議案第１１号平成２７年度山陽小野田市一般会計予算につ

いて審査します。審査日程についてはお手元の資料のとおりに進めます

ので、よろしくお願いします。審査の方法についてですが、審査番号ご

とに行い、まず審査事業のうち番号を四角で囲っている事業のナンバー

について執行部の説明を求めて質疑ということになります。例年でした
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ら、それぞれの常任委員会から選択された事業について執行部の説明を

全てしてもらったわけですが、今回は新規事業について説明してもらい、

継続事業については委員からの質疑のみという形式でいきたいと思いま

す。それでは、審査番号１番、総括説明について執行部の説明を求めま

す。 

 

堀川総合政策部長 議案第１１号平成２７年度山陽小野田市一般会計予算の審

査を受ける前に一言申し上げます。事前に配布した審査資料で事務事業

評価等に係る調書の一部を昨年から一部変更して、そのことを含めてま

ず企画課長から説明します。次に歳入、歳出について総括的な説明を財

政課長から説明します。そしてその後、日程表に基づき各課、各部署が

簡潔な説明をしますので、よろしくお願いします。 

 

芳司企画課長 今回の一般会計予算の審査に当たり、対象事業の指定を受け、

該当する事業の平成２７年度から２９年度の事業調書と２５年度の事務

事業評価シート並びに説明に必要な資料を「平成２７年度一般会計予算

関係資料」として配布しています。したがって、委員会での説明につい

ては、これに沿った形で行います。事務事業評価シートについては、掲

載項目等を再構築し、できるだけシンプルで使いやすいものになるよう

変更を行ったことについては、９月の決算委員会の際にも説明したとお

りですが、今回提出しています事業調書等についても、これに合わせた

変更を行っています。具体的には、企画課の評価は別紙のように整理し

ています。流れとすれば、前年度の事業評価を踏まえた形で、必要に応

じた見直し等を行いながら、事業実施に当たることを基本としています

が、特に臨時分については、まず「市としての事業認定」のための妥当

性、効率性、有効性の観点からの評価、さらにこれとは別に次年度の実

施に向けて、前回までは①計画性・熟度、②緊急性、③環境要因、④合

意形成、⑤市民サービスの公平性、⑥財源対策といった６項目による評

価、採点を通して行っていましたが、今回から、Ａ、計画的な支出が必

要な事業、Ｂ、対応が必要な事業、Ｃ、市の裁量による事業の観点から

企画課査定を行い、この結果を財政課、市長査定の材料とした上で、新

年度予算編成に反映させるという形としています。個々の事業調書への

記載は、あくまで「事業認定」「市として実施することの適切性」のた

めの妥当性、効率性、有効性を記載するのみとしており、このＡ、Ｂ、

Ｃ評価については、予算関係資料の冒頭の一覧表の左から５列目に「企

画課査定」というものを入れていますが、これになります。なお、事業

によっては、「経常」とあったり、「経常」と「Ａ・Ｂ・Ｃ評価」の二



4 

 

段書きになったりしているものもあります。これは、今回資料として提

出した５３事業が全て臨時・投資的経費ではなく、中には経常分のもの

もあれば、経常への追加分を臨時としたものもありますので、こういう

形で記載しているわけですが、経常分については継続事業でもあります

ので、各部署における事業評価に沿った見直しがされているという前提

で「企画課査定」はいわゆる臨時分のみとしています。 

 

川地財政課長 平成２７年度山陽小野田市一般会計予算について、財政課から

総括的な説明をします。まず、昨年度、市議会が平成２５年度山陽小野

田市一般会計歳入歳出決算の認定及び平成２６年度山陽小野田市一般会

計予算の議決に際して、附帯決議が議決されたことを踏まえ、その内容

と対応についての資料をお手元に配布していますので、当該資料をもっ

て報告に代えさせていただきます。それでは、お手元予算書、予算説明

書の２ページ、第１条に定めているとおり、歳入歳出予算の総額は歳入

歳出それぞれ２４８億５００万円で、前年度当初予算と比較して１２.３

％、３４億８,１４０万円の減額となっています。また、第２条により債

務負担行為、第３条により地方債を定め、第４条により一時借入金の最

高額を７０億円としています。また、第５条により歳出予算の各項間の

経費の流用範囲を定めています。３ページ第１表歳入歳出予算の歳入と

して１款市税から、６ページ２１款市債までの款項の区分ごとの金額を

まとめています。また、７ページから歳出として、１款議会費から９ペ

ージ１３款予備費までの款項の区分ごとの金額をまとめています。１０

ページ、第２表債務負担行為として、固定資産総合鑑定評価業務など２

事業について設定しています。１１ページでは、第３表地方債について、

１９の地方債について限度額、起債の方法などを定めています。１５、

１６ページでは歳入歳出予算事項別明細書の総括として歳入を、１８、

１９ページでは歳出をまとめています。続いて、事項別明細書の歳入に

ついて、款項を追って、その概要を説明します。２０、２１ページ、１

款市税１項市民税は３６億６,７０４万１,０００円を計上しており、地

域経済回復の動きの鈍化等による減を見込んでいます。２項固定資産税

は４７億１７万２,０００円を計上しており、新規設備投資に伴う償却資

産の増はあるものの、地価の下落修正による土地の減や評価替えによる

家屋の減等を見込んでいます。その他、３項軽自動車税、２２、２３ペ

ージ、４項市たばこ税、５項入湯税は前年度の実績を勘案、６項都市計

画税は固定資産税の動向を考慮しています。１款市税全体では対前年度

１.０％、９,４７６万１,０００円減の９５億４,４４６万９,０００

円を計上しています。２款地方譲与税１項地方揮発油譲与税、２４、２５
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ページの２項自動車重量譲与税、３項特別とん譲与税については、それ

ぞれの実績見込みや国の地方財政計画の伸びを勘案しており、２款地方

譲与税全体としては、対前年度３.３％、７００万円減の２億７００万円

を計上しています。２４ページから２７ページの各種交付金についても、

実績見込みや地方財政計画等を勘案しており、３款１項利子割交付金は

２７.６％、８００万円減の２,１００万円、４款１項配当割交付金は前

年度同額の１,１００万円、５款１項株式等譲渡所得割交付金は前年度同

額の８００万円、２６ページ、２７ページの６款１項地方消費税交付金

は、地方消費税率の引上げによる影響額の平年化により、４７.６％、３

億円増の９億３,０００万円、７款１項ゴルフ場利用税交付金は４.１％、

３００万円減の７,０００万円、８款１項自動車取得税交付金は前年度同

額の２,５００万円、９款１項の地方特例交付金は前年度同額の２,８００

万円を計上しています。１０款１項地方交付税は、普通交付税を４２億

円、特別交付税を６億７,０００万円と見込み、２.５％、１億２,０００

万円増の４８億７,０００万円を計上しています。２８、２９ページ１１

款１項交通安全対策特別交付金は２０％、２００万円減の８００万円を

計上しています。１２款分担金及び負担金１項負担金は、公立保育園に

係る保育所運営費負担金が平成２７年度から使用料として計上されるこ

となどから、２億８,７３４万７,０００円を計上しています。分担金に

ついては皆減となっており、１２款全体では２７.７％、１億１,０２４

万９,０００円減の２億８,７３４万７,０００円を計上しています。２８

ページから３３ページの１３款使用料及び手数料１項使用料は、公の施

設使用料、占用料、行政財産使用料などの実績勘案のほか、２７年度か

らの公立保育園に係る保育所使用料の皆増などにより、２３.６％増の４

億１,８５２万９,０００円を計上しており、３２ページから３５ページ

の２項手数料も実績等を勘案のほか、新ごみ処理施設において、下水道

事業特別会計から支払われる汚泥処理手数料の皆増等を含め、２６.６％

増の１億６,２８３万９,０００円を計上しています。同款３項証紙収入

は、指定ごみ袋の証紙収入であり、１,７５５万６,０００円を計上して

います。１３款全体では２３.６％、１億１,４２５万６,０００円増の５

億９，８９２万４,０００円を計上しています。３４ページから３７ペー

ジの１４款国庫支出金１項国庫負担金は２８億５,１５５万５,０００円

を計上しており、施設型給付費負担金、生活困窮者自立支援費の皆増、

国民健康保険基盤安定費や保育所運営費の増などがあり、３６ページか

ら３９ページの２項国庫補助金は、４億６,６０３万７,０００円を計上

しており、個人番号カード交付事業費補助金の皆増や社会保障・税番号

制度システム整備費、学校施設環境改善交付金の増があるものの、新ご
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み処理施設整備事業に係る循環型社会形成推進交付金の皆減に加え、臨

時福祉給付金給付事業費や子育て世帯臨時特例給付金給付費の減により

大幅な減額となっています。４０、４１ページの３項委託金は国民年金

事務費など１,０４８万５,０００円を計上しています。１４款全体では

１１.７％、４億３,９６３万６,０００円減の３３億２,８０７万７,０００

円を計上しています。４０ページから４３ページの１５款県支出金１項

県負担金は、１０億８８５万８,０００円を計上しており、施設型給付費

負担金の皆増、国民健康保険基盤安定費、保育所運営費の増などがあり

ます。４２ページから４７ページの２項県補助金は、４億９,７６７万

４,０００円を計上しており、施設型給付費補助金や山口県医療提供体制

設備整備事業補助金の皆増、多面的機能支払制度交付金の増、危険ため

池整備事業費や延長保育促進基盤事業費の皆減、福祉医療助成費や需要

対応型産地育成事業補助金の減などがあります。４６ページから４９ペ

ージの３項委託金は１億４,９３５万１,０００円を計上しており、国勢

調査費、県議会議員選挙事務費の増などがあります。１５款全体では、

２.２％、３,４９１万９,０００円増の１６億５,５８８万３,０００円を

計上しています。次に５０、５１ページの１６款財産収入１項財産運用

収入は、市有財産の貸付や基金運用収入等で１,６９０万２,０００円を

計上し、２項財産売払収入は、市有地の売払いなどにより３１５万円を

計上しています。１６款全体では３１.４％、９１６万７,０００円減の

２,００５万２,０００円を計上しています。１７款寄附金１項寄附金は、

ふるさと寄附金などで３０１万円を計上しています。５０ページから５３

ページの１８款繰入金１項基金繰入金は、減債基金繰入金３,７５０万

８,０００円、まちづくり魅力基金繰入金６,７９１万３,０００円、地域

福祉基金繰入金６,０００万円などで、繰入金全体で５.２％、９４７万

１,０００円減の１億７,１６３万９,０００円を計上しています。５４、

５５ページの１９款１項繰越金として３,０００万円計上しています。

２０款諸収入１項延滞金、加算金及び過料は１,８００万円を計上し、２

項市預金利子は４０万円を計上し、５４ページから５７ページの３項貸

付金元利収入は、金融機関預託金元金収入、地域総合整備資金貸付金元

金収入などで２億６,７７３万円を計上しています。５６ページから６３

ページまでの４項雑入は３億２,４８６万９,０００円を計上しており、

退職手当他会計負担金やリサイクル事業収益金の増、土地改良施設維持

管理適正化事業負担金の皆減、派遣職員給与費負担金や福祉医療助成費

高額療養費の減などがあります。２０款全体では８.１％、５,３６５万

１,０００円減の６億１,０９９万９,０００円を計上しています。６２ペ

ージから６５ページまでの２１款市債１項市債は、火葬場整備事業債、
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給食施設整備事業債の皆増や小中学校施設耐震化事業債の増などがある

ものの、病院建設出資債、ごみ処理施設整備事業債などの皆減、厚狭地

区複合施設整備事業債、臨時財政対策債の減などがあり、５８.２％、３３

億１,３６４万円減の２３億７,６６０万円を計上しています。続いて、

歳出について、款項ごとに説明します。６６ページから６９ページまで

の１款１項議会費は、議員共済会負担金や議場設備更新事業費の増など

により、対前年度４.６％、１,０５４万３,０００円増の２億３,８３２

万５,０００円を計上しています。次に、６８ページから１１１ページの

２款総務費１項総務管理費は２７億１,７５５万３,０００円を計上して

おり、７０、７１ページ１目の退職手当や臨時雇賃金の増、山口東京理

科大学公立化準備事務経費や７２、７３ページ、本庁舎改修事業に係る

調査委託料の皆増、７４、７５ページ、退職手当他会計負担金の皆増、

２目の人事給与システム更新事業費の皆増、７６、７７ページ、３目の

文書管理システム更新事業費の皆増、７８、７９ページ、４目の社会保

障・税番号制度対応に係るシステム改修事業費の増、８０、８１ページ、

５目の市政情報発信事業に係る放送業務委託料の増、地方創生に係る移

住促進プロモーションビデオの制作委託料の皆増、８２、８３ページ、

８目の財政調整基金積立金の減、８４、８５ページ、９目の転入奨励金

の増、山口県立おのだサッカー交流公園負担金の２８目への移行による

減、９０、９１ページ、１３目の防災ラジオ購入助成事業費及び総合防

災訓練事業費の皆増、９６、９７ページ、２０目の自治会事務費補助金、

防犯外灯設置補助金の増、９８、９９ページ、２３目の厚狭地区複合施

設整備事業費の減、１００、１０１ページ、２４目の現代ガラス展実行

委員会負担金の増、セルゲイ・ナカリャコフ・リサイタル経費の皆増、

１０４、１０５ページ、２６目の文化会館音響設備改修費の減、２７目

のきららガラス未来館の溶解炉及び外壁の改修、１０６、１０７ページ、

２８目のＪＦＡこころのプロジェクト「夢の教室」事業費の皆増、山口

県立おのだサッカー交流公園負担金の移行による増などがあります。ま

た、１０８ページから１１１ページに３１目を新たに設定し、厚狭地区

複合施設費として新施設における管理運営費を計上しています。次に、

１１０ページから１１５ページの２項徴税費は２億２,７３５万円を計

上しており、市税償還金の増や鑑定評価委託料の皆増などがあり、１１

４ページから１１７ページの３項戸籍住民基本台帳費は１億２,４７５

万９,０００円を計上しており、社会保障・税番号制度の導入に当たり必

要となる個人番号の管理・運用経費として、地方公共団体情報システム

機構交付金の皆増などがあります。次に、１１６ページから１２３ペー

ジの４項選挙費は４,７７１万７,０００円を計上しており、県議会議員



8 

 

選挙費の増や農業委員選挙費の皆減などがあります。１２２ページから

１２５ページの５項統計調査費は３,２６４万８,０００円を計上してお

り、国勢調査費の大幅増などがあります。１２４ページから１２７ペー

ジの６項監査委員費は監査業務経費であり、２,１５９万５,０００円を

計上しています。２款全体では、１１.８％、４億２,５３２万５,０００

円減の３１億７,１６２万２,０００円を計上しています。１２６ページ

から１４５ページまでの３款民生費１項社会福祉費は４６億４,４５０

万２,０００円を計上しており、１２８、１２９ページ、１目の生活困窮

者自立支援事業委託料の皆増、１３０、１３１ページの住宅確保給付金

の皆増、国民健康保険特別会計及び介護保険特別会計の繰出金の増、

１３２ページ、１３３ページ、２目の日中一時支援事業委託料、短期入

所給付費の増、１３４、１３５ページの福祉医療助成費の減、生活介護

給付費、自立支援医療給付費の増などがあり、１３６、１３７ページ、

３目の厚狭地区介護施設整備補助事業費の皆減、老人保護措置費、ねん

りんピック実行委員会負担金の増、１３８、１３９ページ、４目の後期

高齢者医療特別会計繰出金の増、１４０、１４１ページ、６目の中央福

祉センターエレベーター改修事業の皆減、１４４、１４５ページ、９目

の臨時福祉給付金費の減などがあります。次に１４６ページから１５９

ページの２項児童福祉費は３４億５,６４６万３,０００円を計上してお

り、１４８、１４９ページ、２目の子ども・子育て支援新制度移行に伴

う保育所運営費の増、私立幼稚園運営費負担金の皆増、延長保育促進事

業補助金の減、１５０、１５１ページ、乳幼児医療助成費の増、１５４、

１５５ページ、６目の児童クラブ保育業務委託料の増、１５６ページか

ら１５９ページ、８目の子育て世帯臨時特例給付金費の減などがありま

す。１５８ページから１６１ページの３項生活保護費は１５億３,２１１

万９,０００円を計上しており、１６０、１６１ページ、１目の生活保護

システム改修事業費の皆減、２目の扶助費は実績勘案による生活扶助等

の減などがあり、１６２、１６３ページ、４項災害救助費は４２９万円

を計上しており、災害援護資金貸付金元金償還金の増などがあります。

３款全体では１.３％、１億２,１４９万５,０００円増の９６億３,７３７

万４,０００円を計上しています。次に１６２ページから１７７ページま

での４款衛生費１項保健衛生費は１１億２,８７３万２,０００円を計上

しており、１６６、１６７ページ、１目の病院事業出資金の皆減、病院

事業会計繰出金の減、医療提供体制設備整備事業補助金の皆増、１６８、

１６９ページ、２目の予防接種委託料の増、１７６、１７７ページ、７

目の新火葬場整備事業における基本計画作成委託料の皆減、用地購入費

の皆増などがあります。１７８ページから１８３ページの２項清掃費は
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９億５,３６９万円を計上しており、１８０、１８１ページ、２目の新ご

み処理施設整備事業費の皆減、ごみ処理施設運転管理業務委託料の増、

焼却施設煙突撤去事業費の皆増、１８２、１８３ページ、３目の小野田

浄化センター基幹改修事業の皆減などがあります。４款全体では６１.７

％、３３億５,７７７万円減の２０億８,２４２万２,０００円を計上して

います。１８４ページから１８９ページまでの５款労働費１項労働諸費

は１８６、１８７ページ、１目の離職者緊急対策資金貸付預託金の減な

どがあるほか、１８６ページから１８９ページ、２目には勤労青少年ホ

ーム運営費を計上しており、５款全体では５.６％、３１３万８,０００

円減の５,３１７万８,０００円を計上しています。１８８ページから

１９９ページまでの６款農林水産業費１項農業費は４億１,４７７万

２,０００円を計上しており、１９２、１９３ページ、２目の農業施設整

備事業補助金の減、有線放送清算業務負担金の増、１９４、１９５ペー

ジ、３目の農地集積協力補助金の皆増、需要対応型産地育成事業補助金

の減、１９６、１９７ページ、４目の多面的機能支払制度補助金の増、

土地改良区補助金の減、１９８、１９９ページ、５目のため池整備事業

費や土地改良施設維持管理適正化事業費の皆減、排水機場整備に係る県

事業負担金の増などがあります。１９８ページから２０３ページの２項

林業費は、１,６１４万３,０００円を計上しており、２００、２０１ペ

ージ、２目の市有林整備委託料の減などがあります。２０２ページから

２０７ページの３項水産業費は７,９７２万３,０００円を計上しており、

３目の津波ハザードマップ作成事業費の皆減などがあります。６款全体

では５.６％、３,００３万７,０００円減の５億１,０６３万８,０００円

を計上しています。２０６ページから２１５ページまでの７款商工費１

項商工費は２０８、２０９ページ、１目のデマンド型交通運行業務委託

料、地域公共交通会議負担金の皆増、２１０、２１１ページ、２目の金

融機関預託金の減、用地取得奨励金の皆増、工場設置奨励金の増、２１４、

２１５ページ、５目の商工センター給水施設改修事業費の皆減などがあ

ります。７款全体では３.６％、２,１２４万５,０００円増の６億５９６

万円を計上しています。２１４ページから２１７ページまでの８款土木

費１項土木管理費は３,４７４万３,０００円を計上しており、津波ハザ

ードマップ作成事業費、がけ崩れ災害緊急対策事業費の皆減などがあり

ます。２１８ページから２２５ページの２項道路橋りょう費は３億

９,４６６万９,０００円を計上しており、２１８、２１９ページ、１目

の道路台帳整備委託料、県事業負担金、小規模土木事業助成金の増、

２２０、２２１ページ、３目の市道舗装リフレッシュ事業費の計上、

２２２ページから２２５ページの４目においては、橋りょうを含む７路



10 

 

線の市道新設改良事業、３路線の通学路安全対策事業、橋りょう点検委

託事業などがあります。２２４、２２５ページの３項河川費は３,９０７

万９,０００円を計上しており、東下津内水対策事業に係る調査設計委託

料の増、県事業負担金の減などがあります。２２６、２２７ページの４

項港湾費は４,７３３万円を計上しており、小野田港港湾改修に係る県事

業負担金などがあります。２２６ページから２３５ページの５項都市計

画費は１４億９,１９３万８,０００円を計上しており、２２８、２２９

ページ、１目のコンパクトなまちづくりモデル事業費の増、都市計画道

路整備に係る県事業負担金の増、２３０、２３１ページの下水道事業特

別会計繰出金の増、２３０ページから２３３ページ、２目の都市公園整

備事業費の皆増、最終処分場一体緑地償還金の減などがあります。２３４

ページから２３９ページの６項住宅費は１億４,４８４万４,０００円を

計上しており、市営住宅の改修事業費や高齢者向け優良賃貸住宅整備事

業補助金の減などがあります。８款全体では、０.２％、４０８万円減の

２１億５,２６０万３,０００円を計上しています。２３８ページから

２４３ページまでの９款消防費１項消防費は２３８、２３９ページ、１

目に宇部・山陽小野田消防組合費分担金として高規格救急車整備などの

特別分担を含めた分担金を計上しているほか、２４０、２４１ページ、

２目の消防救急デジタル無線整備事業費の皆増、厚狭分団車庫整備事業

費の増などがあります。９款全体では１.９％、１,９３８万円増の１０

億４,１２１万８,０００円を計上しています。２４２ページから２４９

ページの１０款教育費１項教育総務費は３億６,４３５万９,０００円を

計上しており、２４４、２４５ページ、２目の退職手当の減、学校司書

経費の増、２４６、２４７ページ、３目の外国語指導助手報酬の計上な

どがあります。２４８ページから２５３ページの２項小学校費は２億

９,９９２万１,０００円を計上しており、２５２、２５３ページ、２目

の特別支援教育支援員業務委託料の増、小学校タブレット端末整備事業

費の皆増、３目の知的障害特別支援学級設置事業費の皆増、学校施設非

構造部材耐震化事業費の増などがあります。２５２ページから２５７ペ

ージの３項中学校費は２億７,５９４万９,０００円を計上しており、３

目の知的障害特別支援学級設置事業費の皆増、学校施設非構造部材耐震

化事業費の増などがあります。２５６ページから２６１ページの４項幼

稚園費は１億２,１５６万９,０００円を計上しており、幼稚園就園奨励

費の増や多子世帯保育料等軽減事業費の皆増などがあります。２６０ペ

ージから２７９ページの５項社会教育費は３億３,８２５万４,０００円

を計上しており、２６２ページから２６５ページ、１目の世界ジャンボ

リー開催関連経費の皆増、文化財の保存整備費の増、２６４ページから
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２６９ページ、２目の公民館直営化に伴う公民館費の増、２７０、２７１

ページ３目の図書システム更新事業費の皆減、図書購入費の増、２７２、

２７３ページ、４目の大河ドラマ「花燃ゆ」の放送に合わせた特別企画

展関連経費の計上、２７４、２７５ページ、５目のきらら交流館施設改

修費の増、６目のＰＣＢ廃棄物運搬処理業務委託料の皆減などがありま

す。次に２７８ページから２８３ページの６項保健体育費は５億８９１

万６,０００円を計上しており、３目給食共同調理場建設費を新たに設定

し、用地購入費や設計委託料などを計上しています。１０款全体では、

２３.５％、３億６,３３４万８,０００円増の１９億８９６万８,０００

円を計上しています。２８２、２８３ページの１１款災害復旧費１項鉱

害復旧費は前年度と同額の９万３,０００円を計上しています。２８４、

２８５ページの１２款公債費１項公債費は、地方債元利償還金及び一時

借入金利子があり、過去の普通建設事業債償還の減などにより、５.６％、

１億９,７０６万１,０００円減の３３億５，２５９万９,０００円を計上

しており、１３款予備費１項予備費は前年度と同額の５,０００万円を計

上しています。最後に、財政指標ですが、財政力指数０.６６１、実質公

債費比率１３.９％を見込んでいます。以上、一般会計予算の歳入歳出に

おけます総括的な説明をしました。 

 

伊藤實委員長 それでは執行部の総括の説明が終わりましたが、質疑について

はそれぞれの該当部分の審査の際にお願いをしたいと思います。 

 

河野朋子委員 質問させてください。事業調書の形式が少し変わってよくわか

らないので、１番の表の見方を教えてください。例えば、今回新たに一

番下の妥当性、効率性、有効性があって企画課の評価とありますが、今

までそういう表現はなかったですよね。それでその横に評価点というの

で２３分の幾つとなっていますよね。その見方がよくわからなかったの

で、あらかじめ聞いておかないと今からの審査ができませんので、お願

いします。 

 

芳司企画課長 昨年度までは実施計画書という形で出していましたが、事業自

体を考えたときに細かな事務事業が何百とあるんですが、それが全て去

年までは実施計画という形で上がっていましたので、実施計画書自体は

もう少し大きなくくりでやるべきだろうということで取りまとめて、さ

らにその細かい事務事業については調書という形で整理しました。した

がって、記載している内容についても施策体系との関係、事業概要であ

るとか指標、このあたりは大体同じではないかと思っています。下の視
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点、評価については今年度から改めた妥当性、効率性、有効性という観

点での見方ということで、まず原課に提出を求めます。その段階では左

のほう、自分のところでの評価で妥当であるとか適正であるとかという

記載をします。理由も必要であれば記載して提出を受け、市の事業とし

て認定するかどうか企画課の評価をしています。点数については、継続

事業であれば９項目全て見ることができるのですが、例えば下から３つ

目の目標達成度は新規の事業の場合、達成したかどうか読めないので、

新規の場合は記載ができず空白になります。したがって、９項目の点数

配分は３点か２点ですが、新規か継続かによって一番右の評価点の分母

が２３点になったり２２点になったりしています。そのうちの何点です

よということで入れています。 

 

河野朋子委員 満点の場合、２３という数字がどうして出てきたのか教えてく

ださい。 

 

杉山企画課企画係長 妥当性の３つ、効率性の３つ、有効性の上２つ、目標達

成度と類似事業の存在までは各３点です。例えば「妥当である」、「お

おむね妥当である」、「検討が必要」という評価の項目がありますので、

そのリストから選択した場合に「妥当である」は３点、「おおむね」は

２点、「検討が必要だ」は１点となります。類似事業の存在、有効性の

真ん中だけ「存在しない」か「する」しかないので評価点は２点になり

ます。一番下は３点です。単年度の目標を前年度達成しているかどうか

をみながら継続事業の評価をしていく形ですので、新規の場合、ここは

空欄で、まだ評価できないとなっています。以上のことから、継続事業

は２６点満点、新規は２３点満点になります。 

 

河野朋子委員 この資料をもらったときにそういった見方を付けてもらわない

とわからないので、新しく変えた部分とか見方を親切に説明してもらえ

たらよかったと思いました。意味は分かりました。 

 

下瀬俊夫委員 違う問題で、市長の出席を求めることができるかどうか。先般

の一般質問の中で執行部の見解と市長の見解が若干違う問題があったん

ではないかと。金を持ってきたらやってあげようと言われた。というこ

とは議会に予算編成をくれるのか。もう１つは臨時職員について正規の

職員と同じ仕事をしてもらうというのが市長の考えでした。ところが部

長は「そんなことはない。臨時的な職務だ」と言われました。どっちが

正しいのか答えられますか。答えられないと市長を呼んで来る以外ない
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と思いますよ。臨時職員の問題で、これについて「金があればやりまし

ょう。金を持ってきてくれ」と言われました。予算編成権を議会にくれ

るのか。予算編成権をくれれば幾らでも金を持ってきてあげますよと言

っているわけです。 

 

中村総務部長 金を持ってきてもらえればやりましょうと言ったのは臨時職員

のことではないと理解していますが。 

 

下瀬俊夫委員 学校図書支援員。この件で言われましたよ。 

 

中村総務部長 学校図書支援員の待遇ですね。それは１つの事業として学校図

書支援員を配置するということが市にとってどうなのかという判断で検

討することになろうと思います。予算編成権については、自治法上無理

ですので、議会にお渡しするということはありません。予算編成権をお

渡しするというよりも何らかの特定財源等があればその事業についても

検討する、事業化について前向きに検討すると、そういう意味合いの答

弁だと理解しています。 

 

伊藤實委員長 今のことはそのところで必要があればしましょう。 

 

中村総務部長 それから市長の出席についてですが、申し合わせどおり必要で

あれば出られるような体制で待機しています。 

 

伊藤實委員長 今の下瀬委員の質疑については、必要であれば言ってもらえば

市長の出席もかなうということです。 

 

杉本保喜委員 先ほどのシートの件ですけど、企画課が評価していない部分が

幾つかありますよね。これはどういう理由ですか。 

 

杉山企画課企画係長 この評価は予算編成に向けて役立てるためのものですの

で、経常的経費については改めての評価はしていません。評価していな

いものは基本的に経常的経費に当たるものになります。 

 

杉本保喜委員 せっかくこの説明文をくれたんですから、今言ったようなとこ

ろ、それから評価点の配分等を資料として添付すべきじゃないかと思い

ますので、考慮していただきたい。 
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芳司企画課長 今年度から事業評価についても事業調書についても、様式や観

点を改めています。この理由は、これまでも議会から指摘されています

し、内容を常に見直しながら改善をしていくこともあります。いろんな

事業をさらに原課でよりよくするための１つの材料としていきたいとい

うことと、新年度の予算編成に向けて、それが本当に市としてすべきな

のかという辺りで考えていますので、新年度予算編成に向けた１つの流

れと捉えてもらいたいと思っています。そういう過程の中の資料になり

ますので、これが決して全てではなく、あくまで参考として見ていただ

きたいと思っています。 

 

伊藤實委員長 資料については、委員会からもいろいろ指摘して年々少しずつ

ですが、改善されていますので、今の意見等も踏まえて、また進化する

ようにしてもらいたいと思います。それでは、評価書と実施計画書等に

ついてはいいですか。それでは１款の議会費の６６から６９ページまで。 

 

下瀬俊夫委員 昨年、出務手当、いわゆる日当が削除されました。これについ

て費用弁償をそれに代わるものとして本来であれば提起されるべきでは

ないかと思っているわけですが、今回また報酬審をされるわけですが、

議員が閉会中に議会活動に参加しても何もないわけですね。これが報酬

を払っているから妥当だと考えているのか、本来であれば費用弁償等が

必要だと考えているのか、きちんとした見解を出してもらいたいと思い

ます。 

 

大谷人事課主幹 費用弁償については、各団体で考え方も捉え方も違うという

面もあります。大学の学者の見解等も違うということもありますが、平

成２７年度に報酬審議会等もありますので、費用弁償を出すという意見、

それは必要ない、報酬に含まれているという考え方、両面がありますの

で、両方の考えというか資料を出して報酬審の委員に投げかけていきた

いと考えています。 

 

下瀬俊夫委員 昨年度の出務手当の廃止のときに当然そういう議論をしなけれ

ばいけなかったわけですよね。ところが議事録を見てもそういう議論が

されてないわけですよ。それで一方的に位置付けはどうであれ出務手当

を廃止された。事務局として廃止だけが目的で、後は何も考えてなかっ

たというのが正直なところじゃないですか。今回については、それを正

面から議論する場にするということですね。 

 



15 

 

大谷人事課主幹 報酬、給与等とあわせてきちんと審議していきたいと考えて

います。 

 

下瀬俊夫委員 本会議場のテレビカメラ、委員会でのカメラシステムについて

それなりに説明は受けているわけですが、日程的な問題も含めて今後ど

のような改善がされるのかというのが１つと、今公民館等の公共施設で

のライブ視聴ができるようになっているわけですが、サンパークあるい

は市民病院の待合等で見られるようにできないか。もっと一般市民が積

極的に議会情報を見られるような環境づくりが必要ではないかと思って

いるわけですが、これについて答弁をお願いしたいと思います。 

 

清水議会事務局次長 議会設備の更新について、本会議の設備、カメラ、マイ

ク、録音、中継システムを一括して５年リースにより更新する予定にし

ています。日程としては、６月議会終了後、７月、８月にかけて工事を

して、９月議会から実施できるようにしたいというところです。したが

って、予算が付いたら早急に入札の手続に入ることになります。それか

ら委員会中継についても同様です。委員会中継は本会議中継システムを

併用して使う方法にしていますので、これも７月更新になっています。

それに合わせて９月から実施したいと思っています。それから公共施設

の配信ですが、本会議中継については現在も行っています。委員会中継

についてもユーストリームで配信、ユーチューブで録画配信をします。

また、公民館等にもつなげるように考えていますので、委員会もライブ

ですが中継します。その他の施設については、あり方検討特別委員会の

中でも意見がありましたので、今後検討してもらいたいと思いますし、

事務局としても検討していきたい。相手方もありますので、今後の検討

課題としたいと思います。 

 

伊藤實委員長 それでは、次に９款の消防費の２３８ページから２４３ページ

を先にします。 

 

吉永美子委員 山陽消防署の駐車場のところがかなり欠けていると指摘してい

ますが、今もそのままの状況ですけど、２７年度の予算としては上がっ

てこないんでしょうか、修繕として。 

 

中野消防課長 組合予算で上げるべきものですが、山陽消防署から２７年度の

予算で上がってきていませんので、２７年度予算には上がっていません。 
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吉永美子委員 ちょっと見解が違うと思ったのは、消防組合の本部の職員に聞

くと土地が市なので市が負担するという個人的な意見を述べておられた

んですが、では消防組合費として上がるべきものという考えが正論とい

うことでよろしいですか。 

 

中野消防課長 そのとおりです。 

 

下瀬俊夫委員 消防施設、消火栓ですが、消火栓の水圧の問題で、いざという

ときに水圧が足らないという場合が往々にしてあるんじゃないかと思う

んですが、日常的な点検等はされているんですか。 

 

中野消防課長 場所と破損状況は点検していますが、水を出してまでの点検は

していません。というのが地域に赤水が出る可能性が非常に高いという

ことでそこまではできませんが、動かさないでそこの静水圧力について

は点検の際にやっています。 

 

下瀬俊夫委員 問題は山陽地区の消火栓の水圧がないのではないかというおそ

れがあるんですが、消火栓をつないでいる昔の石綿管等の問題もあった

んですが、いざというときに使用に耐えるのかという点で十分今の検査

で対応できるとお考えですか。 

 

中野消防課長 消火栓の管径が小さいところというのはあるんですが、そこは

ちょっと不安に感じていますが、その他については石綿管も水道局では

ないという見解を聞いていますので、問題ないと思っています。 

 

長谷川知司委員 消火栓の設置、今後もすると思いますけど、充当率は今どれ

ぐらいなのか。今後何基ぐらい据えるのかを教えてください。 

 

中野消防課長 山陽小野田市全体では９０％を超えています。目標は９５％で

す。整備の計画については、毎年２基、計画しています。 

 

松尾数則委員 厚狭分団の機庫を改築されるということですけど、今は厚狭分

団の機庫はどこにあるのですか。 

 

中野消防課長 総合事務所の仮設事務所に車庫があり、そこに仮の分団庫を置

いています。 
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松尾数則委員 厚狭分団の新しい場所、総合事務所の中に置くんですか。 

 

中野消防課長 総合事務所の裏側、カルストの倉庫がありますが、そこに建設

予定です。 

 

杉本保喜委員 消防水利という表示板が立っているんですけれども、あの担当

は消防でしょうか。 

 

中野消防課長 常備消防側にあります。最近場所が非常にわかりやすくなった

ということとあれがあって困るという苦情もあります。そのあたりでな

かなか整備が進まないというのも確かです。 

 

杉本保喜委員 消防水利の場所の路上駐車、それも考えると消防水利のところ

は明確にしておく必要があるんじゃないかと思いますので、ぜひ検討し

ていただきたいと思います。 

 

中野消防課長 常備消防のほうに言って検討していきます。 

 

伊藤實委員長 ほかに、よろしいですか。それでは審査番号２の審査に入りま

す。最初に審査事業１の説明を求めます。 

 

大田成長戦略室長 山口東京理科大学公立化準備事業について説明します。平

成２８年４月からの公立化に向け、準備を進めていかなければなりませ

ん。併せて２９年４月からの薬学部新設についても準備を進めていきま

す。必要な申請手続、山口県知事あるいは文部科学大臣へ出す申請手続

だけでなく、開学後の公立大学を滞りなく運営するための準備事業を行

っていきたいと思っています。裏面に移り、予算的には正直なところど

のぐらいの準備経費がかかるのか今のところ予定がたちません。それで

予算上は東京の葛飾区にある東京理科大学本学部への旅費一泊二日２名

の１０回分を当初予算では計上しています。 

 

伊藤實委員長 それでは執行部の説明が終わりました。山口東京理科大学公立

化準備事業についての質疑はありますか。 

 

下瀬俊夫委員 どこまで議論していいかよく分からないのですが、基本的な問

題だけ。当初は９月に定款を出されるということでしたが、先般の本会

議で６月に出されるという話ですね。これから特別委員会等も含めて委
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員会審査をやっていくという中で、６月議会というのはいかにも切迫し

ているという状況にあるわけですね。早ければ早いほどいいというのが

そう設定された動機だと思うわけですが、これが９月になると何か支障

が出てくるんですか。 

 

大田成長戦略室長 もともと９月を予定していたのはなぜかと言いますと、２

８年４月の公立化に向けてどのようなスケジュールで行えばいいかとい

う中で、総務省から指導があったのが、遅くとも９月議会で定款等の議

決を得なければ間に合わないということがありましたので、当初９月を

想定していました。このたび６月になったのは、手続の準備が整いそう

だというのが理由です。と言いますのが、２月の上旬ぐらいに急に文部

科学省から設置者の変更手続は原則として前々年度の年度末ですと言わ

れたんです。つまり２８年４月の開学ということは２６年度末がリミッ

トだと。これは定款の変更ですけども。それで、文部科学省に出すため

には当然公立大学の定款もできていなければならないし、出資の議決も

必要なので、もしそれが本当ならばこのたびの３月議会で全部手続をと

らなければならないので物理的には難しいということで、市長とともに

文部科学省に東京理科大学の事務の方と一緒に相談に行きました。よく

よく話を聞くと、文科省の担当者の勘違いで私立の大学から私立の大学

に経営が変わる場合は、前々年度の３月が原則であって、私立が市立大

学になる場合は、申請受付は随時ということがわかりました。ただやり

取りをしていた東京理科大学の担当者と文科省の担当者の間でこの３月

じゃないとだめだということでずっと進めていた関係で、一番時間がか

かるであろうと思っていた学校法人側の現在の土地建物それから設備の

評価を早急に外注して、実はもう鑑定評価が終わって、報告書を待って

いる状況です。で、その評価の手続が間に合うなら、あとは定款等を作

るだけなので、手続が整うならできるだけ早めに出したいと。以前に山

口県からも９月議会がリミットだけれども、できれば臨時議会を開いて

でももっと早く出してもらったほうが認定する側も時間が取れて都合が

いいということは聞いていたので、間に合うのなら６月に出そうかとい

うことになりました。 

 

下瀬俊夫委員 東京理大、実は専門部を全国何カ所かに展開していたんですね。

埼玉県に経営学部を設置し、大学院もあったんですが、約１,０００人の

学生がいて、昨年の６月にこれを東京に引き上げるという通告をしたん

ですね。ちょうどそのころですよね、閉鎖するか、地元に移管するかと

いう提起をしてきたのは。結局、私立大学が少子化という方向でかなり
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経営的に厳しくなってきたというので、集約を始めたという面があるん

じゃないかと。こういう事例が全国的に起こっているのかどうなのかを

御存じかどうかお聞きしたいんですが。 

 

大田成長戦略室長 東京理科大学に限って言いますと、１つは本学が一昨年、

新宿区神楽坂から現在の葛飾に移転したことが大きな転機だと思います。

で、葛飾の本学部が非常に広大な土地があって、まだ３分の２程度は使

っていない。今市民に開放している散策場所になっているんですけど、

そういう土地があるので、いずれはこの本学にかなりのものを集約する

んではなかろうかと想像はしています。あともう１点は、理事長が教員

上がりの理事長から経営コンサルタントをずっとしていた理事長に代わ

って、やはり経営面での改革が入っているのは事実だと思っています。

で、今の埼玉の件ですけど、実は我々に電話がかかってきて、本学のほ

うに集約するという話が出たけれども、地元とすれば非常にそれは困る

と。それで山口東京理科大学は公立化することで残すようになるらしい

けども、どういう経緯だったのか教えてほしいという連絡がありました。

ただ私がお答えしたのは、一応こちらは山口東京理科大学という、学校

法人東京理科大学が経営しておりますけど、別の大学ですから、その別

の大学について公立化するという相談があったと。ただ埼玉のそこは東

京理科大学のキャンパスですから、それを集約することに対して地元が

どのように東京理科大学と交渉するかについては、我々はアドバイスで

きる立場にありませんとお断りしました。下瀬委員も言われたように、

恐らく少子化に向けて大学はそのような形で、一カ所にキャンパスを集

めていく流れにあるというのは、私もそのように感じていますが、ただ

このたびの地方創生の中で、地方大学の戦略プロジェクトの中で、首都

圏の有名私立大学は、サテライト校舎でいいから地方に大学をつくれと

いうことを今後政府が強烈に推進をしていくやに聞いています。その流

れの中で、この二、三年が過渡期になるかなと考えています。 

 

岩本信子委員 基本的なことですけど、この施策の体系のことです。振ってわ

いたような話で、施策体系の中で一体どの部分に入るのか。ここに書い

てあるように中項目、小項目では、高等教育機関との連携活用という形

で、これを取り上げているんですけど、大学の経営を今からこの山陽小

野田市がやっていくわけですよね。そうすると中項目の連携と活用とい

うのは苦し紛れに持ってきたのかなと。この点は、どのように考えてい

ますか。 
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大田成長戦略室長 先日の一般質問の回答の中でも述べましたように、このた

びは先ほど言われた表現を使うと、降ってわいたような話の中で、強引

に現在の総合計画の中に位置付けているという事実は否めません。３０

年度からの第二次山陽小野田市総合計画においては、公立大学の位置付

けということで、ある程度きちっと位置付ける必要があると思っていま

す。 

 

岩本信子委員 もう一つ関連ですけど、予算項目のところでは、成長戦略室だ

から秘書関連ということでしょうが、大学関係の予算でいうことでいけ

るんですか。 

 

大田成長戦略室長 このたびはあくまでも公立化に向けた準備をするための、

いわゆる事務費ということですから、総務管理費の中に位置付けていま

す。実際に公立大学が開設された後は、他市の状況を見ると教育費の中

に大学費という目を作っているのが一般的なので、そういう予算立てに

なろうかと思います。 

 

下瀬俊夫委員 先般の一般質問のときに市長が東京理大の関係で市費は一銭も

出さないという言い方をされたんですね。ところが薬学部の校舎を造る

場合でも、あるいはキャンパスにする場合でも、補助金はあるにしても、

市費の持ち出しは当然出てくるんではないかと思っているんですが、一

銭も持ち出ししなくても大丈夫ですか。 

 

大田成長戦略室長 一般会計に負担をかけるかどうかという意味では、それが

ないようにしなければならないと考えています。ただ、今から学校法人

と詰めていきますけども、２８年４月に大学が開学したときに当面の運

営経費、入ってくる歳入がない場合に当面の運転経費が不足するかもし

れません。それを用意する必要がありますので、もしかしたら一般会計

等から一時的に借り入れをする可能性はあります。それは資金繰りとい

う面で、金融機関で高いレートを払えば借りられるんですけれども、倹

約という意味ではそういう形はあるかもしれませんけれども、一般会計

に負担をかけることはないと思います。で、薬学部の開設にかかる経費

については、当面は現行の校舎が手狭にはなりますけれども、必要最低

限の機器設備類を入れてスタートしようということになっています。恐

らく２０億円弱ぐらいになろうかなと。と言うのは、東京理科大学の薬

学部が神楽坂から野田キャンパスに移った際に、平成１５年ですけど機

器が１３億６,０００万円かかっていますから、もう１０年以上経ってい
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るということを考えると２０億円近くまではいくのかなと。これについ

ては、一括してお支払いする資金がないものですから、一時的にリース

契約または何らかの借入れを起こさなければならないのかなと思ってい

ますが、資金繰りの面でも学校法人の支援が受けられるようにこれから

調整していきたいと考えています。 

 

河野朋子委員 一般質問でもしたんですけれども、やはりさっき言われたよう

に、降ってわいた話で短期間の間にこれだけ進めていくということに対

しては、不安がまだ払拭されたとは思っていません。まださまざまな財

政シミュレーションにしても詳しいことを議会に出してもらっていませ

ん。議会としてはきちんとこれを調査、研究して最終的に大丈夫だとい

うところで、議決が必要だと思っています。それが９月と言われていた

わけですけれども、それでも十分に時間があるとは思えませんが、手続

的に６月で大丈夫と言われたんですけど、その部分が解消できるとは思

えませんので、もう少し時間が要るかなと思います。さらには準備の体

制についても、成長戦略室の中で進めていくと言われましたけども、議

会に対する説明とか、きちんとしたデータ提示とか、これから大変な事

務量にもなると思いますので、この体制で本当に大丈夫なのかというこ

とと、出張の旅費にしても、東京理科大学に行くことだけを計上されて

いますけれども、そもそも理系の公立大学の経営状況とか、様々なとこ

ろにもう少し研究に行くとか、そういった意味での経費が必要だと思い

ますけれども、そのあたりはどのように考えていますか。 

 

大田成長戦略室長 事務の準備の体制については、このたび上程している組織

条例の改正において、大学に関することは成長戦略室の事務となってい

ますので、成長戦略室で携わるということは間違いないと思います。後

は人員体制ですが、まだ人事異動の内示前ですから、何とも言えません。

ただ私としては、与えられた人数の中でやらなければならないと思って

いますので、その辺は覚悟しています。それから他大学等への調査、研

究については、時間と余裕があれば行きたいと思いますけれども、恐ら

く来年度１年間は、大学の準備事務に関してかなりタイトなスケジュー

ルの中で、職員もかなり負担を受けながら行うと思っていますので、必

要最小限、必要な事務を優先していきたいと考えています。 

 

河野朋子委員 この件は市民に対しても説明が要りますし、議会はもちろんで

すけれども、急な展開なので丁寧な説明を積極的に行政側からすべきだ

と思うんですけれども、先日の市長の対応によれば、そういう必要はな
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いみたいな話で、もう話が決まっているかのような答弁は大変残念でし

た。きちんと皆さんの理解を得て、協力を得ようとすれば、むしろ何で

も聞いてください、今から説明していきますという姿勢がなければ、今

後これが本当にスムーズに進めていかれるのかどうか大変疑問です。そ

れでさっき言われた体制についても、大事にしてきちんと進めていこう

とすれば、しかるべき組織、市役所の全体的な組織の中で作っていくべ

きと思いましたけれども、今回成長戦略室の中に準備室を作られるとい

うことであれば、そこをさらに強固していくというか、人員を増やすと

か、そういったことに力を入れてもらいたいのですが、いかがでしょう

か。 

 

城戸人事課長 職員の体制については、ヒアリング等も行いながら、配置して

いくという方向で考えていますが、当然各分野に精通した職員等の配置

には考慮したいと考えています。 

 

大田成長戦略室長 積極的に説明していくという点では、もうオープンになっ

たんですから、積極的に説明をして、理解を求めていきたいと思ってい

ます。ただお願いが１点あるんですけど、その中であれもこれもあれも

これも資料をと言われると、その資料作りに時間を取られて非常に厳し

い状況になるかと思われますので、その辺の御協力もよろしくお願いし

ます。 

 

河野朋子委員 その資料作り、あれもこれもと言われますけど、そもそもそう

いうものを持ってきちんと検討していると思ったから、それを出しても

らいたいと言っているだけで、求められたから作るということ自体、私

はおかしいと思いますよ。そのあたりよろしくお願いします。 

 

大田成長戦略室長 ちょっと勘違いがあったかもしれません。財務シミュレー

ションについても１ペーパーしか出していませんけど、そのバックは膨

大なエクセルシートがあります。だからきちんとした根拠のあるシミュ

レーションをしていますから、そういうものはきちんと出していきます。 

 

伊藤實委員長 はい。よろしいですか。それでは続いて審査事業２番のプロモ

ーションビデオ作成事業について執行部の説明を求めます。 

 

大田総務部次長兼総務課長 事業番号２番の移住用プロモーションビデオ作成

事業について総務課から説明します。予算審査資料の３ページから７ペ
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ージ、本事業の概要については、５ページ目に移住用プロモーションビ

デオ作成事業として総務省から示されたものを掲載しています。内容は、

人口減少の克服を最重要課題に掲げた地方創生戦略の一環で、地方への

移住関連情報の提供、相談支援の一元的な窓口として、今月設置される

予定の全国移住促進センターにおける取組の重要企画となっています。

この中で、全自治体の移住のためのプロモーション動画を網羅した検索

サイトを立ち上げる予定となっていますので、当市においても市総合計

画の第４章「にぎわいと活力にみちたまちづくり」、「活気にみちた往

来の盛んなまちの基盤づくり」、「定住促進」、「転入者の定住促進」

を体系とする施策により、そのサイトに掲載するためのプロモーション

動画を作成するものです。具体的なイメージとして分かり易く示したも

のを６ページに掲載しています。プロモーション動画の内容としては３

分程度の動画で、移住用の情報提供が主となるため、これまでのいわゆ

る観光ビデオの延長線上ではなく、仕事、住まい、生活環境、交通、体

験からも検索できるようなっており、学校、病院など生活に密着した詳

細な情報などを盛り込むことが必要となります。あわせて、７ページに

イメージを載せていますが、スマートフォン版や Youtube 上にも同時に

アップされる予定です。事業費については、予算書の８０、８１ページ

のとおり、ビデオ制作委託料として５００万円を計上しており、その財

源としては、全額特別交付税で措置される予定となっています。 

 

伊藤實委員長 それでは質疑を受けます。 

 

下瀬俊夫委員 企画課評価が満点で、類似事業が存在しないとなっているけど、

これ全国的にやるわけでしょう。今は存在しないかもしれないけど、一

斉につくるわけでしょ。評価がこれでいいんですか。 

 

大田総務部次長兼総務課長 一応類似事業は存在しないとなっていますが、他

市と比較して特色のあるものを作りたいという意味で、類似事業は存在

しないということで評価をもらっています。 

 

杉本保喜委員 こういうタイトルのものはないかもしれないけど、これに類似

したものは各市町いろんな形で作っているわけですよね。この定住促進

というタイトルだけでみると、私たちがあちこち行政視察したところに

もこういうものはあるんですよ。だから懸念しているのは、うちはない

ので、ないものと過去あるものとの勝負を今からやらなければいけない

という中で、どこまで越していけるかなというのが非常に心配です。だ
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から全国的にこれをやるとなると、もうそこに優劣が当然出てくるわけ

ですよね。だから相当な覚悟をもってしっかりやっていかないと、自分

のところが落ちる結果にもなりかねない。その辺のところの思いはいか

がですか。 

 

大田総務部次長兼総務課長 先ほども説明しましたけど、これは観光がメイン

という内容のものではなく、あくまでも山陽小野田市に移住したいと思

われることが作成する上で最重要になると思います。で、山陽小野田市

に住む上での利点を盛り込んだものを考慮していかなくてはいけないと

思っています。だから他市に負けないような内容、山陽小野田市に住ん

でみたいというビデオを市を挙げて製作していきたいと思っています。 

 

杉本保喜委員 今、観光とは違うと強調されましたが、そこがすでに間違って

いると思うんですよね。なぜならば、やはりそこの市に魅力を感じると

いうことは、よその人が来るときに光を観る、観光ですよね、そういう

思いが多少なければ、このプロモーションビデオの中にそういうものも

組み込んでいかないと魅力につながらないと思っているんです。だから

最後に言われたように「総合的に考えていきます」、これが一番大切だ

と思うんです。 

 

岩本信子委員 杉本委員とは違う意見ですけど、定住促進と言われる限りにお

いては、やはり子育て支援とか学校図書支援員がいて学校図書のレベル

が上がっているとか、うちがやっている政策の中ですごくいいことを定

住促進を図るなら上げていくべきだと思うんですよ。だから私はこの内

容がすごく気になって仕方がないんです。やはり若い人がここで子育て

したいと思われる内容を重点的に作ってほしいないうことを要望します。 

 

下瀬俊夫委員 さっきの問題、まだ続きがあるんです。類似事業が存在しない

とあるけど、本当にそう思っているの。こんなものは山ほどあるじゃな

いですか、よそには。 

 

杉山企画課企画係長 類似事業の存在の「ある、ない」ですが、これは本市と

して取り組む上で、ほかの部局等で同種同類の事業をやっているかどう

かの検証として、この項目を上げていますので、他市でやっているかど

うかという観点ではありません。 

 

下瀬俊夫委員 基本的に移住を促進ということになっているけど、実はこうい
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う観点で人口を増やそうというのが今までなかったんですよ。確かに人

口定住で、家を建てれば固定資産税をまけますよという話はあります。

だけど、人口を増やそうということで、移住促進のためにどうするかと

いう発想なり、あるいは総合計画なりというのは、基本的にはなかった

んですよ。これは次の３項目にもかかわってくるんだけど、実は自然増

という問題ともう一つは社会増。こういう人口増をどうするかという中

で出てきた話だけど、ここら辺を今後の市として人口増の基本に据えて

いくという観点をきちんと持とうと本当に思っているんですか。国が補

助事業としてやるからそれに乗っかっていくだけですか。そこら辺はき

ちんと答えてください。 

 

堀川総合政策部長 今回、一般質問、代表質問でも地方創生というキーワード

で質問がありました。その中でまず人口ビジョン作成、そして成長戦略

という形の計画を立てるという大枠があります。その中の１つで、人の

移動、人の流れを変えると。東京圏から極端な集中を地方に持っていく

というような中で、国はその施策の１つとして移住をポイントに挙げて、

それぞれの地方のいいところをアピールして、総合的な観点から住んで

みたい、ここで子育てをしたい、ここで働きたい、そのようなアピール

をする移住プロモーションビデオの作成を求められています。先ほど杉

本委員が言われたように、優劣で逆にマイナスになるという危険性も確

かにあります。例えば、ユーチューブなりで再生回数が出ると、山陽小

野田市の数が少ない、県内で見たら何番目じゃないかとか言われること

が、１年後ぐらいのこの委員会でも、また一般質問の中でもあるのでは

ないかという危機感を持っている中での取組で、戦略本部を市の職員で

立ち上げますが、その中で議員を含めていろんな方の意見を聞きながら、

このプロモーションビデオを作るタイミングでも話が聞けると思います

ので、積極的にいろんな意見があれば言ってもらって、総合的に山陽小

野田市の魅力を発信していきたいと思っています。ただ山陽小野田市で

はこれに取り組まないというような性質のものでもありません。逆にせ

っかく補助金が出るんだから、立派なものを作っていきたいと。先ほど

大田次長も言っていましたので期待したいと思っています。 

 

杉本保喜委員 具体的なことをお尋ねします。この放送期間はいつからいつま

でですか。それからプロモーションビデオは１作だけなのか。 

 

大田総務部次長兼総務課長 国として、このサイトに係るキャンペーンは４月

から７月の間で実施する予定であると聞いています。ですから７月まで
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には製作を完了したいと思っています。 

 

伊藤實委員長 ４月から７月で作るということですか。 

 

大田総務部次長兼総務課長 そうです。遅くとも７月までには作って、アップ

する予定です。 

 

芳司企画課長 ４月から７月というのは、移住促進センターが立ち上がったば

かりで、最初の段階でそういうキャンペーンをしたいという説明を受け

ていますので、移住ナビについては、継続的にされると考えています。

ただ最初に立ち上がって、国も地方創生という形で力を入れていますの

で、最初の段階で、まずキャンペーンをしていくという中では、いわゆ

る強調月間的な扱いになるのかなと考えています。それと先ほどから出

ていますけど、１,８００ある自治体の中で、山陽小野田市にぜひたどり

着いてほしいんですが、そうは言っても３分の内容になります。３分の

中で全てが紹介できると思っていませんので、そこで何か引きつけるよ

うな内容にして、そこから市のサイトであるとか、そういったところに

つながるような仕掛けも要るのかなと。映画でもそうですけど、３分を

だらだら見るということは余りないので、最初の１０秒、２０秒が勝負

になると思っていますので、最初のインパクトも当然考えていく必要が

あると思っています。それともう一点、この取組については、国がどん

どん走っているような状況です。で、このプロモーションビデオのフォ

ーマットというか、内容、例えば、こういう部分はだめですよとか、そ

ういったことについても、実はまだ十分な説明を受けていない状況で、

今月３０日に東京で都道府県と政令指定都市を対象とした国の説明があ

るという予定です。その内容は、随時私どもにも入ってきますので、県

との連絡会議も来週予定されていますので、どんどんそういう情報を取

り込みながら、総務課を中心に全庁的な取組の中で、早い時期によいプ

ロモーションビデオの作成を進めたいと考えています。 

 

吉永美子委員 市を挙げてと言われましたけど、国は都市から地方へ若者を戻

そうという取組をしているわけで、若い人たちの考え方、意見をしっか

り吸い上げる体制にしてほしいと思うんですけど、全庁的と言われまし

たが、庁外という部分ではどのように意見を聞こうというお考えでしょ

うか。 

 

芳司企画課長 今回の作成については、恐らく十分な時間が取れないと考えて
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いますので、庁内を中心に意見の集約を図って作成するようになると考

えています。ただ、今回作成しますが、これで１０年、２０年乗り切っ

ていこうという考えは毛頭ありませんので、必要に応じて準備していき

たいと思っています。情報発信であるとか、露出を増やしていくことは

当然必要になってきますので、その辺で努力したいと考えています。 

 

河野朋子委員長 委託されるということですけど、こういった委託業者が市内

に存在するのかどうか。 

 

矢野総務課主査兼広報係長 プロモーションビデオを製作する会社は市内で１

社あるかないかぐらいだと思います。ですから県内、県外含めて、どう

いった形で委託業者を選定するかというところは検討しないといけない

と思っています。機材もノウハウもありませんので、プロポーザル方式

が適当なのかなと考えています。意見の集約とか若い方の意見をどのよ

うに集めていくかというところで、私自身は学生時代、山陽小野田市か

ら出ていましたが、ずっとこのまちにしか住んだことがないので、実際

にＵターンで帰ってきた人や東京、大阪などの大きな都市で働いている

方が地方に移り住むときにどういったものを求めているのかというとこ

ろも、具体的な団体を言うと、東京には防長クラブ、山口県人会とかも

ありますので、そういうところにアンケートができればと思っていると

ころです。 

 

河野朋子委員 ここの魅力を出すというところで、ある程度市のことが分かっ

ている人が業者にいたら一番いいと思ったんですけど、業者が市内にな

いので県内外と言われたので、業者にはテクニック的なことはお願いす

るにしても、市の良さをちゃんと捉えた人が市の良さをきちんと見つけ

て出すことがすごく重要になってくると思いますし、今言われたように

時間がないというのもすごく不安ですけど、その辺を業者頼みにしない

でやってほしいということをお願いします。 

 

下瀬俊夫委員 今の河野議員の発言と関連するんですが、コンセプトをどこに

置くかというのが一番大事だと思うんですよね。例えば、東京一極集中

をどうにかするためにやるんじゃないんだと、一極集中そのものはどう

にもならないんですよ。問題は、私たちがよく例に出す島根県の邑南町

とか海士町とかは、誰をターゲットにして呼び込みをしたかがはっきり

しているんですよ。これがなければ多分成功しないと思う。一般的に山

陽小野田市の良さを強調するって、そんなものじゃだめです。例えば邑
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南町では子育て日本一というので、女性をターゲットにしたんですよ。

小さい子供を育てている女性をターゲットにして呼び込んだんです。そ

れに男性が引っついて来たという経過ですよね。だから子育てするなら

邑南町でということで、子供を連れているお母さんたちを呼び込んだと

いうことが、成功の元なんですよ。そういうコンセプトをどう作るかと

いうのがやっぱり成功の鍵だろうと思っているんです。だから業者委託

で一般的に山陽小野田市はこんなにいいところですよなんて、そんなも

のじゃだめだという点だけは明確にしておきたいと思います。もう一点、

この窓口はどこですか。邑南町ではコーディネーターがいて、よそから

問い合わせがあったら、その人が全部面倒を見るんです。例えば空き家

を紹介して、仕事を紹介して、そういうきちんとした体制が取れている。

これで安心して入っていけるんですよ。そういう点できちんとした対応

ができるのかどうかが鍵ですね。そこら辺の体制も含めて、山陽小野田

市には全くそういう経験もないし体制もないわけだから、そこら辺をこ

れからどうするかというのは考えどころだと思いますが、何かそれで知

恵があれば言ってください。 

 

堀川総合政策部長 言われるとおりです。窓口は定住と言えば企画という形で

すが、今回の予算、この業務については総務課が対応します。子育て等

については、こども福祉課となっており、その辺については今後考えて

いきたいと思っています。 

 

杉本保喜委員 今下瀬議員が言われたように、相手から見て分かりやすい窓口

は絶対に平行して作らなければいけないと思います。それから、地方に

いる人たちの意見をと言われましたが、ここは高校が幾つもあるわけで

すよね。そこの同窓会にお願いして、わが町をどう思うかというアンケ

ートを出して、集約するというのも一つの方法だと思うんですね。その

辺も考えていただきたいと思いますが、いかがですか。 

 

伊藤實委員長 意見ということでいいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）その

辺は所管の総務ですると思いますので、プロモーションビデオの作成に

ついては終わりたいと思いますが、市民の皆さんに聞くがその前に行政

ですると言われるんですが、聞いたふりが今まで多い。決まっていて、

変えようとしない。プロモーションビデオは、はっきり言ってセンスの

問題だから。山陽小野田はこれだというもの１点に絞って、ターゲット

も若い人か男性か女性かと絞らないとだめですよ。それでは次の事業に

行きます。３番の総合計画について。 
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芳司企画課長 現在の第一次山陽小野田市総合計画については、平成２０年３

月に策定され、その計画期間が平成２０年度から２９年度までの１０年

間となっていますので、平成３０年度からの第二次総合計画について策

定を進めるというものです。現在の予定では、２７年度に策定する人口

ビジョン・地方創生総合戦略等も踏まえながら、２８年度に策定委員会

等を設置し、本格的な策定作業に入ります。２７年度はそのための準備

作業として、視察や市民アンケートを実施しながら、素案作成を進める

こととしています。したがって、２７年度当初予算は視察のための普通

旅費や通行料、アンケート実施のための消耗品費、通信運搬費、その他

研修負担金として８３万１,０００円を計上しています。 

 

杉本保喜委員 研修先はどこを考えているのか教えてください。 

 

芳司企画課長 総合計画については、現段階では策定の義務はなくなっていま

す。本市の場合は自治基本条例の中で総合計画を策定するとしています

ので、進めていきます。これからの時代で市の総合計画を作るに当たっ

て、どういう内容のものがいいのか。当然全方位的なものになると思う

んですけども、そういった意味ではどういう形の計画にすべきかが一つ

の課題で、そういったところにも視察をしていきたいと考えています。

あわせて総合計画に関連しますが、先般よりいろいろ紹介のあった市町

村についても、視察先として考えたいと思っています。 

 

杉本保喜委員 総合計画を各市町が自分たちの特性を生かした格好で作ってい

ますから、うちと符合させることは難しいとは思うんです。しかし、総

合的なものの考え方は同じだと思います。したがって、この研修先をど

こにするかは非常に大切なことだと思います。例えば同じ人口、同じ土

地の大きさ、環境的にアクセスがそろっているところ、そういうところ

も見ながら、適切な研修先を見つけないと空回りになるだろうと思いま

す。その辺のところをよろしくお願いします。 

 

下瀬俊夫委員 何のために総合計画を作るのかが２７年度の施政方針を聞いて、

なくなったんじゃないかと思えるんですよ。これまでは少なくとも総合

計画の中の項目によって施策の展開をしてきたわけですよね。今回突然

３つの視点が出てきた。市民が主役はどこに行ったんですか。市民が主

役のまちづくりという位置付けがあったんです、一つの柱として。もう

これはなくなったんですか。そういう点では、今の総合計画のきちんと
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した総括がないといけないと思っているんですよね、どこまでいったの

かという。それを踏まえて第二次というなら分かる。時期が来たから第

二次という安易な発想ではだめじゃないかと思うのですが、どうですか。

突然なくなったのはなぜですか。 

 

芳司企画課長 施政方針は市長の市政に対する意気込みというか、そういった形

になりますので、私どもがとやかく言うことではないですけれど、去年

と今回を見たときに、今回いきなり３つの視点ということではなく、１

年前、２６年度の施政方針も５つの視点という形で整理されていたと記

憶しています。これは従来の総合計画の中での取組、施策体系を否定す

るものではなく、その内容をより市民に分かりやすくということでの整

理だと認識しています。第二次総合計画の策定については、時期が来た

からというのも当然ありますが、それぞれの項目の中で、２９年度まで

の目標設定がされています。第一次が策定された２０年度の段階で１０

年後はこういうまちにして行こうと、それぞれの指標についてはこうい

う目標を持って取り組んでいこうという形でスタートしていますし、２

年前も後期の改訂の際に、その中間年度でどういう状況であるか、これ

から後期５年間の中でどういうことを進めていくべきか、力を入れてい

くべきかという議論もあった中で、今回の後期の取組となっていますの

で、当然第二次を策定するに当たっては第一次総合計画での目標の達成

度であるとか、そういった検証を当然していくものになると考えていま

す。この作業についても２７年度から２８年度にかけて当然やっていく

予定にしています。 

 

下瀬俊夫委員 言われたように総合計画に基づくまちづくりですから、当然市民

が主役であれば、いろんな行事だけではなくて、行政に対する参画も含

めて、市民がどうかかわっているのか、かかわってきたのかが問われる

と思うんですよね。それが突然なくなって、市民が成熟していないから

という理屈をつけられると、総合計画そのものが解体するわけですよ。

どんな市民であれ、市民を主役にするということであれば、当然市民が

もっと前面に出てこないといけないと思っているんです。それが成熟し

ていない市民はだめだと、こうなってしまうと、成熟に対する考え方も

含めて、新しいイメージを提示してもらわないといけないわけです。先

進地、例えば東京の三鷹では財政計画も含めて市民が立てているわけで

す。公募して１００人の市民が手を挙げたら、全員参加して、半年から

１年かけて具体的な計画まで含めて市民が行政に提示するという仕組

みができている。こういう先進地があるわけだから、なぜ山陽小野田市
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は市民が主役と言いながらそうならなかったのか。この辺の比較検討も

含めて、もっと積極的な分析がいるのではないかと思います。以前市長

は積極的に教えてくれ、そこに行くからみたいな話があっても、全く省

みないという話もあります。担当として積極的に先進地に行って、積極

的に学んでこようと、先般の本会議答弁では「今インターネットの時代

だから、幾らでも資料は手に入る。それで十分です」となるのか、その

辺も含めて回答をお願いします。 

 

芳司企画課長 インターネットで一定の情報は確かに入手できますが、やはり直

接出向いて行って、そこで直接意見を聞くということで得るものもたく

さんあると考えています。その意味では視察を否定するものでもありま

せんし、今回予算を付けてもらっていますので、これを有効に活用した

いと考えています。市民が主役ということについては、現在もそういう

スタンスであろうと考えています。ちなみに２７年度に地方創生の人口

ビジョン、総合戦略を策定するわけですが、これについては産官学金労

言と言っていますけれども、これ以外にも、例えば子育て世代に対する

戦略を考えるに当たっては、そういう対象の方の意見も直接、広く聞い

ていきたいと考えています。総合戦略と総合計画との違いは何かという

と、特に総合戦略については地方への移住が大きなテーマになりますの

で、そういった部分に絞られると思いますし、総合計画は全ての面を網

羅した形になると思いますが、まず２７年度に特に生産年齢層を中心に

直接意見を聞きたいと考えていますので、２７年度の取組自体が、また

２８年度以降の総合計画策定の本格的な作業には必ず生きてくると考

えています。 

 

河野朋子委員 ２７年度は多分アンケート調査とかが中心となると思うんです

けど、総合計画については全国的に職員だけで作っている自治体が４割

ぐらいあるということが調べて分かったんですが、本市については一次

の計画はコンサルタントが入られてということでしたが、今回はどのよ

うな考えですか。 

 

芳司企画課長 第一次のときも庁内だけではなく、各界各層の参加をいただいて、

公募委員も含めて、策定委員会を立ち上げ、策定したと記憶しています。

当然そういった流れは継承していきたいと考えています。 

 

河野朋子委員 第一次に参加したときに市民グループをまとめたり、進行したり

する人としてコンサルタントの人が来て、ワークショップですか、そう
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いうやり方をされて、市のことをほとんど知らない人がどう思いますか

と言われて、地名も通じないというぎくしゃくしたワークショップを経

験したので、市の根本的な計画を立てるのに、コンサルタントが本当に

必要なのかどうなのか。実際よその自治体では職員だけでやっていると

ころもあるわけですから。これは職員にとってもプラスだと思うんです

よ、こういうことにかかわって、いろいろ勉強されることは大変だとは

思いますけど。この際ですので、考えを少し切り替えて職員でできると

ころは全て取り組むという方向に変えてもらいたいんですけど、いかが

でしょうか。 

 

芳司企画課長 当然そう考えています。コンサルに丸投げではなく、あくまでも

自分たちが主体的にやっていきたいと思っています。ただ、作業の中で

一部どうしてもお願いするものが出てきた場合は委託という形は考え

ていきたいと思っていますし、２７年度に作業をしていく中でコンサル

の必要性も考え、２８年度の予算要求につなげていきたいと考えていま

す。 

 

河野朋子委員 市長が総合計画にのっとってまちづくりを進めていく姿勢はも

ちろん分かるんですけど、そうなると市長の任期との関係で、今４年で

総合計画自体も本当に１０年でいいのか、その辺の見直しもこれを機会

に市長の任期と合わせるとか、そういったところもでてきますので、そ

れも併せて検討していただきたいと思いますが、どうですか。 

 

芳司企画課長 検討させていただきたいと思います。 

 

杉本保喜委員 この文面を見ると、第一次総合計画に対する分析が見えないです

ね。私はここが大切だと思うんです。それはどういうことかと言うと、

一次のときには市民を加えてやった。私もその中のメンバーで４回やっ

たんです。それからワークショップ。これも３回か４回やっているんで

す。これは各地域でやりました。参加した人たちは、自分たちの意見が

どのように反映されるだろうと非常に期待したわけです。だから、さっ

き言われたように、そういう形の中でどういうものが生かされてきたか、

これは大切だと思うんです。それから、アクションプランを過去に作っ

ていますよね。あれが今全くお目にかからない。私はアクションプラン

ができたときにも意見を出しました。そういうところも併せて分析をさ

れて、二次に入り込むということが、コンサルだけに頼むのではなく、

自分たちのしっかりとした分析の中で持っていくということは非常に
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大切ですので、ぜひ検討してください。 

 

岩本信子委員 総合計画についてどう言いましょうか、これ実施計画とか出てき

たら分かるんですけど、それに結び付けているというか、逆なんですよ

ね、実施計画を見据えた総合計画にしないと、いつも総合計画というの

は総花的で、なんでも対応できる。さっきの大学の件でもそうです。降

ってわいたような話をここに取り付けるとか、学校給食にしても、セン

ターを造るにしても、この総合計画の中では、例えば学校給食について

ぐらいしかないんですよ。やるとかやらないとか実施計画が出てきて始

めてそういうことが、総合計画からここで引っ張ってきたという感じに

なっています。総合計画の作り方はね、もうちょっと今からは変えてい

かないといけないと思います。やはり実施計画を見据えて、財政計画も

あるんですけど、それを見据えた総合計画、市民が何を望んでいるのか、

どういうことを望んでいるのかを見据えて、総合計画を作るべきだと、

ここで意見を申しておきます。 

 

下瀬俊夫委員 さっき河野委員が市長任期との関係で総合計画の問題を言われ

ましたよね。市長が変わったら、当然基本的な方針、方向も変わってく

るわけよね。市長が変わったら変わるでしょ、市長自身の考え方もある

から。そのときに総合計画は全く変更ができないと思っているんですか。 

 

堀川総合政策部長 第一次総合計画を策定したときに市長が言ったと思います。

市長が誰になろうとも、総合計画は変わらないと。要は市民と一緒にな

って、どういう都市像を創造していくか。これは市長が誰になっても変

わらないということを、そのとき市長が言ったと思います。ただ、任期

うんぬんではなくて、５年５年のスパンが長い。激動の時代の中で、基

本計画があって、前期、後期があります。５年の中間年の見直しではな

くて、スパンをもう少し短くするという議論は出ると思います。 

 

伊藤實委員長 いろいろとこの計画についてはあると思いますが、また所管のほ

うでじっくりとしなければいけないと思います。それでは３番目の審査

事業については終わります。５分休憩します。３５分から再開します。 

 

午前１１時３０分休憩 
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午前１１時３５分再開 

 

伊藤實委員長 それでは休憩前に引き続き委員会を再開します。今度は６８ペ

ージから８５ページまでの総務費についての質疑を受けます。 

 

岩本信子委員 ７９ページで広報広聴費ですけど、広報おのだが月２回出てい

るわけですよね。市民の方々から月１回でいいんではないかという話を

最近聞いていまして、市にはそのような情報は入っていないんですか。 

 

矢野総務課主査兼広報係長 昨年の１１月に無作為抽出で広報事業に関するア

ンケートを実施しました。その中での自由意見の欄で２回ではなくて１

回でもいいのではないかとか、１５日号はお知らせ版等でもいいのでは

ないかという声をいただいています。２７年度にかけてそういった声な

どを検証して、もっと広く意見を聞きながら、２回を１回にする、ある

いは１５日号をお知らせ版程度のものにする等々の検討を進めていきた

いと思っています。 

 

下瀬俊夫委員 フェイスブックページは市民とのかかわりがあるところは皆持

つべきだと思っているんですよ。今山陽小野田市は１個しかないよね。

病院は確かにインターネットのホームページはあるんですが、フェイス

ブックはないですよね。オートレースはある。市民とのかかわりのある

窓口、例えば健康増進であるとか、高齢障害であるとか、そういう市民

とのかかわりのあるところで、なぜホームページが作れないのか。少な

くともフェイスブックは簡単にできるわけですよね。フェイスブックは

双方向ですから、住民から積極的にアクセスできるし、いろんな情報が

寄せられてくるわけですよね。そういう考え方をなぜ持てないのかと思

っていんですが。 

 

堀川総合政策部長 市のフェイスブックの作成、管理については成長戦略室が

行っています。フェイスブックの規程等もつくっています。当然のこと

ながら、どこの課でも対応できるというものです。これについては今後

も検討していきたいと思っています。 

 

杉本保喜委員 市のホームページの使い勝手の良さの検討は、どういう感覚で

しているのでしょうか。 

 

矢野総務課主査兼広報係長 今のホームページは２３年の４月から、今の形で
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公開しています。５年契約で今のシステムを導入しているわけですが、

導入の際に、それまであった市のコンテンツを全て洗い出して、大中小

の分類、あるいは各課のページに分けて、それに当てはまる項目として

振り分けて、掘り下げていけるような状態にはしていますが、そのシス

テムの使い勝手が悪いという声は聞いています。それをどのようにして

いくかというところで、来年度で５年間が切れますので、今後新たなシ

ステムを導入していくのか、あるいは今のシステムを改変して、バージ

ョンアップしていくのかは検討していきたいと思っています。ですから、

使い勝手、今のコンテンツの振り分け等については、その導入時期に検

討したということです。その後は多少の入れ替え等はしていますけど、

大きなところでの作業は実施していません。 

 

杉本保喜委員 実はホームページの中の防災の項を開くのに２カ所あるんです

よね。防災情報と気象も含めた防災関係。避難所を見つけたいと思った

ときにどちらを開けばいいと思いますか。 

 

矢野総務課主査兼広報係長 左側の上にあるほうです。 

 

杉本保喜委員 違うんです。実は避難所は右のほうを開かないと出ないんです。

そういうふうに両方を開いてみないと出てこない。自分の地域の避難所

はどこかと見ようと思うと、そういうことがあるわけですよね。だから

防災は防災でまとめていただきたいということがあったわけです。もう

一つ聞きたいのは、開く回数をカウントしていますかということです。

例えば観光にしても、その辺いかがですか。 

 

矢野総務課主査兼広報係長 グーグルのアナリピクスというサービスを利用し

て、そのページのビュー数がある一定の期間、どれだけの閲覧があった

かというのは分かるようになっています。 

 

長谷川知司委員 昨年度庁舎の耐震診断をされたと思います。その結果と今後

の動きを教えてください。 

 

大田総務部次長兼総務課長 暫定的な数値は出ていまして、それによると今の

本庁舎は地震があった場合は耐えられないという結果を得ています。今

後は老朽化も含めて調査していきたいと思っています。 

 

長谷川知司委員 その調査というのはどういう調査ですか。 



36 

 

 

大田総務部次長兼総務課長 職員によって内部で検討して、その後その結果を

持って業者に調査委託をするという形でやっていきたいと思っています。 

 

長谷川知司委員 この庁舎は、昭和３８年にできたと思うんですね。もう５０

年以上経過しているということであれば、この庁舎を移せということで

はないんですが、果たしてこの庁舎をこのまま使っていいのか、この場

所でいいのかという基本に戻った検討をしていますか。 

 

大田総務部次長兼総務課長 まだ、耐震結果が出たばかりですので、今の時点

ではそこまでは考えていませんが、新築とか改築等を今後検討していき

たいと思っています。 

 

長谷川知司委員 場所の選定からここでいいのか、そういうのをもう一回考え

直して、それでここというのであればいいですけれど、ただ、今あるか

らここにしようというのであれば将来禍根を残すと思いますので、そこ

はよく検討をしていただきたいと思います。 

 

岩本信子委員 ８３ページの財産管理のところですが、工事請負費とその上の

測量調査委託料があるんですが、どのような工事ですか。 

 

阿部管財課長 １３節の測量調査委託料９５７万４,０００円と１５節の工事

請負費１,６１６万７,０００円の内訳として、新年度、西善寺の警察住

宅、４５年くらい前に警察署員の住宅として建築された古い建物があり

ます。もう既に入居者もありませんし、劣化も相当激しい状態で危ない

状態で、以前から地元からの解体撤去の要望がありました。その解体工

事を行うということで測量調査費の９５７万４,０００円のうち８６６

万４,０００円、この解体工事に関係する周辺の家屋調査を行うための委

託料です。これは物件から５０メートル以内の範囲で解体工事を行う事

前と事後の調査を行うものです。それに関連して工事請負費１,６１６万

７,０００円のうち西善寺警察住宅の解体工事は１,２２９万３,０００

円計上しています。それとまつば園横に高砂市有地といいますが、結構

広い４,７００平米くらいの市有地がありますが、これを売却するという

方向で、そのための不動産鑑定評価委託料４１万円計上しています。そ

れに関連して、そこに入っていく進入路、県道のほうから橋を新設する

費用として３８７万４,０００円計上しています。 
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岩本信子委員 警察住宅は県の所有物と思うんですけど、市の一般財源ですけ

れど、その辺はどうなんですか。 

 

阿部管財課長 これは敷地も建物も市の物件です。 

 

河野朋子委員 議会費のところで下瀬議員が言われた出務手当の件で７５ペー

ジに特別職報酬等審議会委員が載っていましたので、ここで質問します

が、出務手当について昨年３月の条例改正で総務が審査した際、委員会

で提出した附帯決議の３番目に出務手当に代わる費用弁償については早

急に検討することとして提出しているわけですが、その後、この件につ

いてどのようにされたのか確認させてください。 

 

大谷人事課主幹 出務手当については、インターネット等で県内、県外他市の

状況、また早稲田大学で２０１１年くらいに調査されているものもあり、

その結果で議員に限りますと、出務手当等を払っていないところ、定額

的に１回出たら幾らというところ、実費弁償というところで３分の１程

度ずつがそれぞれの実態としてあります。各自治体でいろんな考えでさ

れていると思いますので、その辺の資料等もそろえて、平成２７年度に

審議会を開催するようにしていますので、その中で委員にきちんと提示

して検討していただければと考えています。 

 

下瀬俊夫委員 今の河野議員の質問は、委員会の附帯決議について御存じです

かという話ですよ。知って今みたいな答弁をされるんですか。 

 

大谷人事課主幹 確かに昨年の委員会の中で出務手当の廃止について附帯決議

をされているということは重々承知しています。その中で今年度につい

てはいろいろと調査をしてきましたが、議会の出務手当、あと費用弁償

については、各種行政委員会等に広がっていきますので、それも含めて

特別職報酬審議会、また行政委員会等も平成２７年度に開催する予定に

なっていますので、その中で検討していただければと考えています。 

 

中村博行副委員長 職員給与でカットがなくなったということで、ラスパイレ

ス指数がどのようになったかお聞きしたい。市長は以前から１００とい

うのを基準に考えられていたと思うんです。 

 

大谷人事課主幹 ラスパイレス指数については、１００.７で１００をちょっと

超えている状況になります。 
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下瀬俊夫委員 臨時の給与について、本会議で総務部長と市長の見解が若干違

ったんじゃないかと。市長は正規の職員並みの仕事をしてもらうと言っ

たんですが、そのとおりでいいんですか。 

 

中村総務部長 一般事務の臨時職員については、事務補助としての臨時職員の

職務と思っています。 

 

下瀬俊夫委員 事務補助程度の仕事をしてもらうと。今の給与を変えないんだ

ったら当然そうだと思うんです。ただ各課で窓口対応を臨時の方もかな

りやっていますよね。収納事務もやっている。収納はそういう格好でや

れと言われればやらざるを得ないわけですが、本来業務とは違うのでは

ないかなと思うんです。いわゆる補佐程度の仕事ではないんじゃないか

なと思っているんですが、これも本来業務の中に位置付けるんですか。 

 

中村総務部長 あくまでも正規職員がおり、その正規職員を補助する形で臨時

職員の仕事していただいているということです。 

 

下瀬俊夫委員 インフルエンザになったときに臨時職員は特休が認められるん

ですか。 

 

大谷人事課主幹 特別休暇はありません。 

 

下瀬俊夫委員 そんなにはっきり答えていいんですか。インフルエンザの特休

はないわけ、本当に。 

 

伊藤實委員長 わからないんだったら、調べてください。 

 

岩本信子委員 ８５ページの転入奨励金が先ほど増えたと言われたんですけれ

ど、根拠はどういうことですか。 

 

別府企画課行革推進係長 転入奨励金は、平成２３年１０月に始まった制度で、

実際の交付は２４年度から始まっています。交付期間が５年間となって

いますので、２７年度でいうと２４、２５、２６、２７と今回４回目の

申請を迎えるという方もいます。２回目以降の方は引き続き交付が継続

しますし、２７年度に初めて申請を迎えるという方もいます。計算では

８０件程度を新規と見込んでいますが、それと継続分が百四、五十件あ
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りますので、単純に考えればこのたび新たに申請を迎える方が増額分と

なります。 

 

河野朋子委員 ７１ページ、臨時雇いの賃金が随分上がっている気がしますが、

これは何人なのかをお聞きします。 

 

城戸人事課長 ７１ページでは７１名です。 

 

伊藤實委員長 ほかに、よろしいですか。それではなければここでちょっと休

憩に入り、昼からは４款の衛生費が終わった後に審査番号３について再

度しますのでよろしくお願いします。１３時から再開します。 

 

午後０時３分休憩 

 

 

午後１時再開 

 

伊藤實委員長  それでは休憩前に引き続き、委員会を再開します。人事課長か

ら発言があるということで、どうぞ。 

 

城戸人事課長  午前中に質問があった臨時職員の関係でお答えします。まず、

臨時職員の賃金改定による上昇の人数ですけど、先ほどは総務費関係の

数を答えましたが、全体で１５９名の臨時職員の賃金が上昇することに

なります。主に、基準となっている一般事務の職員の単価を改定したこ

とから、それに付随する給食調理員、図書館司書、学校図書支援員、公

民館長等々の賃金が上がります。 

 

大谷人事課主幹  臨時職員がインフルエンザにかかったときの休暇ですが、臨

時職員の休暇の種類は、市の臨時職員等の勤務時間、休暇等に関する規

則第６条において、年次有給休暇及び特別休暇と定めてあり、病気休暇

の制度はありませんので、インフルエンザにかかった場合についても無

給となります。 

 

下瀬俊夫委員  そうすると、インフルエンザにかかった職員は、生活のために

仕事に出てくることについては、別に関係ないわけですね。 

 

大谷人事課主幹  インフルエンザは感染症になりますので、出勤されることに
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よって蔓延してしまう可能性がありますので、出勤等については控えて

いただくということでお願いしたいと思います。 

 

下瀬俊夫委員  無給ということは、生活とのかかわりで言えば、強制力はない

んじゃないかなと思うんですよ、お願いはするかも知れないけど。だか

ら、そのために特別休暇があると思っているんですが、本人が出たいと

言えば、お願いをして休んでいただくという対応になるんですね。 

 

大谷人事課主幹  現行の制度ですと病気休暇はないので、そのような対応にな

ろうかと思います。 

 

伊藤實委員長  よろしいですか。それでは審査に入ります。最初に１４番の事

業について、質疑を受けます。１４番は妊婦健康診査事業です。これは

継続事業なので質疑があれば。 

 

岩本信子委員  市民病院が新しくなって妊婦も増える、産科が増えるというこ

とで、この予算もかなり増えてこなければいけないのかなと思ったんで

すけど、それほど増えてないので、その辺はどう見られているのか。 

 

河野健康増進課課長補佐  妊婦健診は市民病院だけではなく、他の病院、医院

とも委託契約していますので、全部の合計になっています。 

 

伊藤實委員長  よろしいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ次、１５

番、２次救急医療体制の充実についてお願いします。 

 

下瀬俊夫委員  ２次救について、先般ホームページで、もう破綻寸前だと言わ

れました。１つは安易に救急車を使うなということと緊急時にこういう

救急病院を使わないでほしい。こういう打ち出し方で呼びかけがされま

した。市民病院の当番医は、現在、年間で３３回ですか、これを若干増

やして３８回程度にするということで、月に直せば３回ないし４回とい

うことですよね。その場合は大体２人体制で対応できるという話ですが、

繰り出し基準で出されている約１億円の中に当直医あるいは看護師の人

件費も入っていると理解しています。そうすると、日常的には今、市民

病院では当直医１人の体制ですね。この当直医は勤務医ですが、この勤

務医に対してこの繰り出し基準の人件費が充てられていると思えるんで

すが、これがいわゆる救急医療体制を充実するためにという当初の目的

に合っているか。これについて答弁をお願いしたい。 
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山根健康増進課長  繰り出し基準は３つあり、３つ目に当直医手当があります。

これは合併前からこのやり方で、総務省が示した基準で算定しています。

ですから、救急医療の確保に基づいた体制というところでされていると

思っています。 

 

下瀬俊夫委員  これまでの委員会質疑、あるいは本会議答弁で、この当直医は

入院患者のためにいるんだというのが公式の答弁だったんですよね。そ

うすると、繰り出し基準でいう救急医療の体制の充実というのとかなり

違ってくるんではないかと思っているんですが、いかがでしょうか。 

 

川地財政課長  ２７年度予算の繰出金のうち医師等の宿日直手当等、待機料に

ついては４,２２１万円を計上しています。この計算方式ですが、２７年

度は３６６日ありますので、３６６日についての単価、そのうち３８日

間が２７年度２次救急に当たっていますので、その分については単価ア

ップを見込んだ数値でカウントしています。ただ、そのうち医療収入と

２次救の負担金が歳入で入ってくるはずで、それを差し引いた額を繰出

金ということで出しています。当然、救急告示病院ですので待機してお

かないといけないという規定がありますが、ただ省令があり、必ずしも

ずっと待機するのではなくて、そういった場合にちゃんと対応する体制

ができていればいい、あるいは短時間で医師を呼んで来られる体制が整

っておけばいい、さらには、休日夜間でも勤務医がいて、その方が救急

対応されるのであればいいとなっていますので、一般会計からいいます

と、そういった方に対して４,０００万円を充当されるのはやむを得ない

と判断しています。 

 

下瀬俊夫委員  そうすると、繰り出し基準の考え方からすれば、救急医療体制

の充実が最大の眼目だと思うわけですよね。そうすると、公式の答弁な

り説明で、入院患者のためにいるんだという言い方は間違いじゃないか

なと思うんですよ。少なくとも繰出金によって一般会計からもらってい

るわけですから、そのようなことをきちんと配慮した説明が要るのでは

ないかと思うんですが、いかがですか。 

 

川地財政課長  一般会計サイドからいえば先ほどの答弁になります。 

 

下瀬俊夫委員  本来、救急医療体制の充実ということであれば、２人体制でな

いと対応できないんです。ずっと言われているように、入院患者のため
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にいるんだと、これが本来の姿なんだというのであれば、入院患者に対

応するという医師が１人しかいない場合に、救急患者の対応はできない

でしょう。だから、搬送拒否という問題も起こり得るわけですよ。そう

すると特定の医療機関に救急患者が集中してしまう。そういう点で、本

来のこの繰出金のあり方として、勤務医の手当に消えていくのがいいの

かどうなのか。入院患者のためにいる宿直医の人件費に消えていくとい

う使い方。私は本来であれば２人体制にすべきじゃないか。それを臨時

であれ、どういう格好であれ、２人体制で雇用するという体制にすべき

ではないか。でないと救急医に対応できないと思うんですが、いかがで

すか。 

 

川地財政課長  二次救急以外については繰り出し基準上は１人掛ける単価で計

算しています。二次救急以外であれば１人の当直医で対応するという体

制をとっています。二次救になりますと、繰り出し基準は２人で出して

います。ですから、当然それについては２人で対応してもらうと、常勤、

非常勤は別として。そのような計算で出していますので、そのような体

制でしていると思っています。 

 

下瀬俊夫委員  今の説明はちょっと違うんですよ。繰り出し基準でいわゆる救

急医療の体制の充実だということを名目で出すのであれば、今、当直医

は入院患者のために置いているんだっていう公式の発言があるわけです

よ。だったら、もう１人、今の繰り出し基準によって雇うのが筋ではな

いかと言っているわけですよ。 

 

川地財政課長 当直医でもこういった救急に対応できるという形でおられます

ので、そういった方に対しての当直手当として充当しているという考え

です。 

 

伊藤實委員長  ６３ページの評価の欄の有効性で、受診できる体制が維持され

ていると記載されていますが、これは維持することが目的ではなく、地

域医療の充実ですよね。今の下瀬委員の発言でもあるように、受入れが

十分ではない。本当に充実しているんだろうかというのは、原課ではど

のようにお考えですか。 

 

山根健康増進課長  予算は広域の負担でやっているんですけど、その中で問題

になっているのが輪番制、２次救です。と言いながらも、やはり形骸化

している。勤務医の疲弊、高齢化ということで、病院側からいえば、オ
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ン、オフをきちんと、きょう輪番日だから、きょう頑張ればあしたはオ

フになるという、オン、オフをきちんと付けるために、今、広域で再構

築といいますか、体制を少し変えています。それと、２次救を支えるた

めには、やはり１次救ですね。２次救というのは入院、加療の必要な人

が行くところです。今、２次救の問題で、４割が軽症だと。夜間に関し

ては８割が軽症患者という実態があります。その中でいかにして１次救、

１次救といったら小野田急患診療所ですか、その辺の初期救急を啓発し

て、本当に２次救に行かなければならない方は救急車で２次救に行って

もらうんですけども、実態として、なかなか自分では軽症と思わない人

も結果として軽症が４割、夜間は８割という結果が出ているんですけど

も、その中で行政としては、市民への啓発といいますか、かかりつけ医

等を充実しながら連絡調整しながら、救急医療体制を構築としていきた

いと考えております。 

 

伊藤實委員長  今のことについて、消防議会でも一般質問したんですよ。言わ

れるように、執行部、ずっと同じことを言われるんですよ。要は救急車

を呼ばれる方のほとんどが軽症だとか。でも、実際には改善されていな

いんですよね、ほとんど。その周知も大事だけど、事例で上げたんです

が、労災の前のローソンで心筋梗塞か何かで救急車を呼ばれて、意識が

あったのに結果的には労災病院にも運ばれず、ほかに回されて亡くなら

れたと。先般も小野田インターの入口で３０分も１時間も待たされたと。

やはりそういう部分は死亡事故につながるわけですよね。だから、これ

は現場だけではなくて、両首長がやはり思い切った決断するなり、財政

的支援なり、そういうことをしないと変えられないと思うので、そうい

う部分については、現場の声をもっと大にして言っていかないと。毎回

言われるのは「救急車を呼ぶな。それが影響だ」だけど、実際には受入

れ病院の先生の人数の問題も出てこようし、やはり大きな問題があるの

で維持できるのが目的じゃなく、充実するのが目的なので、やはりそう

いうところをしっかりと評価すべきではないかと思います。 

 

下瀬俊夫委員  掛かり付け医の問題で、地域医療対策室が健康増進課にあるわ

けですから、ぜひ地域医療をどうするか、どう充実するかという観点か

ら、政策的な対応をしていただきたいんですが、例えば、埴生地区とか

本山地区とか、掛かり付け医そのものがないような地域ですね。どう対

応したらいいのか、市民に。そういうことも行政の責任としてあると思

うんですよ。そういう点で、ただ単に、何かお題目みたいにかかりつけ

医、かかりつけ医って言ったって、いなかったらしょうがないわけだか
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ら、行政として連れて来るとか、何かそういう手も打たなければ、市民

は困ってしまうと思うんですが、いかがでしょう。 

 

山根健康増進課長  埴生地区においても確かに医師が不足しています。でも、

医療というのは、やはりその市町村単位ではなくて、圏域で、例えば埴

生地区でしたら生活圏域は下関です。ですから、やっぱり医療を考える

ときには、やはり市町村単位ではなくて広域、県、その辺で考えていか

なくてはならない問題と思います。 

 

伊藤實委員長  なければ次に行きます。１６番地域医療連携情報ネットワーク

運営負担事業について質疑はありますか。 

 

下瀬俊夫委員  これはさんさんネットのことですね。さんさんネットがとりあ

えず稼働を始めて、開業医も徐々にですが、参加を始めたという中で、

どのようにこれから機能していくようになるんですか。患者情報が共有

できるという点で言えば、大変大きなメリットではあるんですけど、開

業医そのものにまだそんなに普及していないですよね。例えば、患者の

医療情報を共有するというのは、具体的にどう共有するようになるんで

すか。 

 

山根健康増進課長  さんさんネットですけども、公開病院として３病院ありま

す。３病院は山大病院と労災と興産中央病院です。開業医が３病院での

検査とかいろいろな画像を地域に帰って知りたいときに、そこの病院に

参照といいますか、ネットを使って情報を得るということになっていま

す。なかなか診療所の幅が広がらないという話がありましたけど、小野

田医師会は４１診療所の中で１７診療所がこのネットに入っています。

厚狭郡の医師会は２３診療所の中で７診療所ほど入っています。圏域全

体で、行政、診療所、介護福祉施設、全部で１０８施設ほど、このさん

さんネットに入っています。今後の使い方ですけども、入院したくても

施設がない中で、どうしても地域で生活するという時代が来ると思いま

すけども、検査結果とかをこのネットを使いながら、地域完結型医療、

そういうことで発展していくようになるのかなと考えています。 

 

杉本保喜委員  これに入っている医者の数、入ってない医者の数を見ると、入

っているところが半数にも満たないですね。これからの傾向としては、

どのように分析されているんでしょうか。それから、対策としてはどの

ようにやっていきたいと思われているか、お話ください。 
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山根健康増進課長  このさんさんネットの事務局は、宇部の医師会で持っても

らって、行政と医療機関とで会議を年に何回か持っているんですけども、

その中の参加医師の意見は、やってみれば使い勝手がいいという意見を

いただいています。ですから、先ほども言いましたけど、退院時の情報

としての使い方、病診連携としての使い方として、やってみるととても

使い勝手がいいという先生の意見がありますので、その辺で広がってい

けばと感じています。 

 

下瀬俊夫委員  パソコンをまず入れるというのが大前提になるんですよね。と

ころが、高齢化するとパソコンが嫌なんですよね。だから、高齢化する

開業医にどこまで広がっていくのかというのが最大のネックじゃないか

なと。問題は３病院ですよね。医大、労災、興産中央病院。こことの連

携では情報は入るけど、一番大事なのは市民病院ですよね。ここがまだ

つながっていないという状況の中で、そんなに３つの病院とつながって

いる患者がいるのかなというのが１つですよね。それから、もう１つは、

救急医療のときに、患者の医療情報がどこまできちんと対応し切れるの

か。例えば、救急車の中で応急処置で対応できる仕組みになるのかわか

りますか。 

 

山根健康増進課長  市民病院はこの４月から入ると聞いています。それから、

２６年４月から始まっていますけども、３病院のアクセス数は２５７、

これは１月末現在ですけども、そうなっています。それと、患者情報で

すけども、これはこのネットに載る前に患者からの同意が要るわけです。

同意を得て使うことになっていますが、救急患者に対してはよく分かり

ません。 

 

伊藤實委員長  それでは、１７番、健康診査事業についてお願いします。 

 

吉永美子委員  もう３月ですが、２５年の実績が１番が７７人、２番が１１人、

３番がゼロだったわけですが、現状、どこまでいっていますでしょうか。 

 

石井健康増進課主査  肝炎ウイルス検診については、県の肝炎ウイルスが主流

になっていて、市で行った検診は５人です。あわせて、同じ検査を県で

もやっていて、その実績が１月末までで５６２件です。２番の健康診査

受診者数は１２人です。訪問診査事業については、実績は上がりません

でした。 
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吉永美子委員  ２６年は９５人ということを掲げられて、県で受けてしまった

ので、市は５人になってしまったという認識でよろしいでしょうか。そ

れと訪問健康診査を何としても行いたいということでされているわけで

すが、その必要性が現実にはないというところで、ゼロが続くというこ

とでしょうか。 

 

石井健康増進課主査  まず、肝炎ウイルス検診ですが、市で行っている肝炎ウ

イルス検診と県で行っている肝炎ウイルス検診の内容は一緒です。です

ので、先ほど言いました５６２は全部市民の数ですので、肝炎ウイルス

検診を希望された方は受診ができていると判断しています。訪問健康診

査ですけれど、ことしも実績が上がらなかったので、担当課と話し合い

を行いました。そして、ケースワーカーを通じて実際に必要な方、来年

度に向けてですが、どうだろうかというところで、検討した結果、１人、

２人はおられるのではないかというところでしたので、今年度の健診期

間には間に合いませんでしたが、来年度は健診が始まったら、すぐにケ

ースワーカーを通じて、アプローチする予定にしています。 

 

下瀬俊夫委員  ７８ページ、がん検診受診率。２６年度当初にこの目標設定に

ついて、２６年度は新しい目標設定ということで、年間１００人、１％

アップするという目標が出されました。それはなぜかといったら、もと

もと５０％という目標では遠いと。距離が遠いということで、とりあえ

ず１００人、１％を目指そうということでやったんですよね。これで見

ると、子宮頸がんと乳がんは確かにかなりアップしていますが、がん検

診については、どっちかといったら下がってきているという状況ですよ

ね。こういう目標の設定によって、実数についてどう考えているのかお

願いします。 

 

石井健康増進課主査  ２６年度の目標については、２５年度の実績からプラス

１００という目標を掲げました。主な増加に向けての活動としては、国

保の４０歳以上の新規加入者について、個別に保健師が訪問して、健診

の受け方とか、国保で受けられる健診のメリットとかを説明するととも

に、市の健診を利用してくださいという受診勧奨の機会を今年度から設

けました。ただ、加入者に関わった時期によっては、加入される前に社

保の検診を受けたという方が多数いました。ですので、今年の加入者に

ついては、来年度以降、市の検診を利用してもらえるのではないかとい

う希望を持っています。 
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下瀬俊夫委員  それは、なぜ増えなかったかという理由ですよね。私が聞いた

のは、目標設定の仕方について、結果がこういう結果になったわけだか

ら、それについてどう分析されているのかなと思ったんですが、それは

まだやっていないんですね。 

 

石井健康増進課主査  実際、平成２４と２５で、すごく受診者数が増えたんで

すが、なぜ増えたのかというところについては、必ずこれだからという

ところまでたどり着けません。今回減ったケースについても内部で検討

しました。胃がんについては、去年１６０件余り実績のあった医療機関

が休診されたということも、少し影響しているのかなというところはつ

かんでいます。 

 

下瀬俊夫委員  ７９ページを見てもらったら分かると思うんですが、もともと

２５年度は５０％の目標だったんですよね。それが２６年度３０％にな

っていますが、１００件、１％という目標設定になったわけです。その

当時の議論の中で、若干懸念材料として、そういう目標設定の仕方でい

くと、もし達成できなかった場合、いわゆる１００人ができないという

ことは、結局５０％はとてもじゃないけど、１００年たっても無理だと

いう話になってしまうんじゃないかと。だから、それよりもやはり５０％

を目指してどうするかという発想のほうが、一気には難しいんだけど、

私はやっぱり正しいのではないかなと思ったんですね。 

 

石井健康増進課主査  受診率で、今言われたのがクーポンのページだったので、

７５ページを見てください。差し替えの資料が入っていたかと思います。 

ここで２６年度が２４.５になっています。これは、受診者数は全体的に

は１００には及びませんでしたが、受診率で見たときに２３.７％になる

という概数で出しています。それから、アプローチもいろんな事業でし

ていますので、単年ではなく、２年、３年というところでの積み上げを

見ていきたいと思い、２７年、２８年、２９年と少しずつ上がる受診率

の目標を掲げています。 

 

山根健康増進課長  受診率ですけども、これまでは４０歳以上全年齢の受診率

としていました。でも、国が６９歳までと。がんの受診率の設定の仕方

ですけども、なぜ４０％、５０％にしているかというと、がんによる早

死にを防ぐことということで、７５歳未満の年齢死亡率を２０％減らそ

うということで、がんで亡くなることをなくすためには、その４０％、
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５０％の受診率が必要だというところでやっています。このたび１００

人、１％ということでやっていますけども、やはり、どうしても受けな

い人は受けないということで、受診率を上げるための切り口を変えてい

かなくてはならないと考えています。その中で、まだ案の段階ですけど

も、県が健康マイレージ制度を、市でも地域通貨制度ですか、そういう

ようなことで、県も案の段階として、無関心層にいかにしてこちらに向

いてもらうかという構想を立てていますので、一緒に考えていきたいと

考えています。 

 

伊藤實委員長  それでは、次１８番の新火葬場建設事業について質疑を行いま

す。 

 

吉永美子委員  新火葬場建設に当たり、基本計画を策定する際に、視察に行か

れたと聞いています。確か大分県の豊後高田市だったと聞いていますが、

どのような目的で視察に行かれ、そして、その成果をこの度の基本計画

に反映されているのかお知らせください。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長  今言われたとおり、豊後高田市に視察に行

っています。理由としては、当時最も新しく建設された火葬場であるこ

と、そして、最新の炉が入っているということで、炉の確認もしたかっ

たということです。そして、基本計画にどのように反映されているかと

いうことですが、豊後高田の施設が直接反映されているということはあ

りません。 

 

吉永美子委員  反映されていないということであれば、視察に行かれた成果は

どのようなものがあったのでしょうか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長  最新の施設を見るということで担当職員の

スキルアップにもなっていると思いますし、その後、豊後高田市と情報

交換もできていますので、そういう意味ではメリットあったと考えてい

ます。 

 

長谷川知司委員  来年度に用地買収とありますが、用地買収の面積はどうやっ

て決めたんですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長  基本計画の中で必要面積を積み上げて、な

おかつ、東側に水道局の配水池、また南側に県道、西側にドライブイン
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等もありますので、必要面積と周辺の緩衝緑地を含めて、この面積にし

ています。 

 

長谷川知司委員  それは、この図の中の①と②、両方ですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長  予算的には①と②、両方で上げています。

特に②については、現在交渉中で売買の確約までには至っていませんの

で、最悪の場合は①だけで建設していく可能性もあります。 

 

長谷川知司委員  今言われた①だけでやるということも確かに限られた敷地と

か予算の中でやるのは大事ですが、基本計画の中だけで用地を買収とい

うのは、ちょっと大ざっぱ過ぎるという気もしています。基本設計ぐら

いまで行かないと用地買収しても無駄があったり、足りなかったりとい

うのが出てくるんではないかと思うんですけど、どう思われますか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長  現在、火葬場という都市計画決定に伴い、

区域の拡大の準備を進めていますが、基本計画の中で積み上げていった

駐車場、建物、構内の通路等々の面積をもとにして、このような形にな

っているということです。実施設計等を行って面積を確定する方法もあ

ろうかと思いますけど、これで不足するという認識は持っていません。 

 

長谷川知司委員  実施設計というのではなくて、基本設計ができてからのほう

がいいと思ったんですが、今言われるように、よく注意されて、やり返

しがない形で進めて、関係部署とよく話し合ってください。 

 

下瀬俊夫委員  先ほどの話で、②のところはまだ何も決まってないんですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長  パブリックコメントを行うときに、全員協

議会でも基本計画の概要版をお配りして簡単に説明したと思いますが、

それを見ていただければ分かるんですが、②を含めた基本計画の施設の

配置図にはなっていません。②も当然交渉を進めていきますが、今現在、

成立していないという状況です。 

 

杉本保喜委員  どうも話を聞いていると、この２番目の土地の収用について余

り熱意を感じられないように思うんですよね。やはり、計画としては、

この土地を加えての計画があるはずですよね。知りたいのは、この土地

の購入についてはどのように進めようとしているのか教えてください。
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というのは、基本計画の中にこれが入っても入らなくても今の形ですよ

っていう話みたいですけれど、それでは、この２番目の購入は必要ない

んじゃないかということにもなりかねない。やはり必要だから購入した

いという計画を上げていると思うんですよね。その辺のところと実施計

画とはどのようにかかわっていくのかがちょっと見えにくいと思うんで

すよね。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長  全員協議会でお配りした資料の中にこの図

があったと思います。②の土地は交渉が難航していますので、これを含

めない形で基本計画を作っているということで、熱意が感じられないと

いうこともあったんですが、この図面を見ていただければ分かるんです

が、どうしても西側が少し狭くなります。それで少し後ろに下げたいと

いう思いもありますので、熱意を持って交渉は行っています。ただ、現

時点では、まだそういう返事をいただいていないというのが実情です。 

 

下瀬俊夫委員  西側がちょっと狭くなるので②を買いたいと。そうすると火葬

場そのものの設計も変更されるんですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長  前回も説明していますが、基本計画の段階、

あくまでもイメージ図ということで、炉の数と待合室、その他の面積等

はある程度固めていきますが、この図が変わるというのは当然あります。

基本設計なりを詰めていく中で、当然変更もあり得るという認識です。 

 

伊藤實委員長  はい、よろしいですか。それでは、次に、５０番の事業。あれ

ば言ってください。それでは、事業の審査が終わりましたので、今度は

予算書の１６２ページから１８３ページまでで質疑を受けます。 

 

下瀬俊夫委員  健康づくり推進委員会ですが、昔と位置付けが少し変わったか

なと思うんですが、今後、いろんな検診事業を進めていく上で、この推

進委員会の果たす役割、どう位置付けて考えているのか。１９人という

体制の問題も含めてお答え願います。 

 

山根健康増進課長  健康づくり推進協議会ですけども、昭和５３年に国民健康

づくり運動として、全国的に健康づくり推進協議会ができました。今、

市では、２０人の定員で１９名の委員がいます。この委員は健康づくり

に関する団体からなっています。ですから、健康づくりに関するいろい

ろな意見を聞きながら、健康づくりの政策の参考にしています。 
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下瀬俊夫委員  市民がいろんな健康診断、検診事業に参加するわけですから、

当然、市民的にそれを支えていく仕組みが要るんじゃないかと思うんで

す。いわゆる行政が一本釣りで、おいでなさいませっていうだけでは、

限界が出てくると思うんですね。そうではなく、例えば、地域から根こ

そぎ動員をかけるとか、あるいは検診結果を受けて要精検の場合に保健

師と健康推進委員がフォローしていくとか、いろんな地域の市民がもっ

と主体的にかかわるような仕組みが要るんではないかと思っているんで

すが、そこら辺の仕組みづくりについては、この健康づくり推進委員会

は基本的にかかわっていかないんですか。 

 

山根健康増進課長  市民の代表として、公募の市民も２人参加されています。

あとは健康づくりに関する団体で諮問機関としての位置付けです。 

 

下瀬俊夫委員  組織そのものをもっと変えていく必要があるんではないか。単

なる諮問機関ではなく、実態として、市民をフォローしていくような仕

組みがもっと要るんではないか。がん検診にしても、今以上に伸びてい

くのか、伸びていく展望がよく見えないんですよ。だったら、その辺の

仕組みをもっと変えていくとか、地域にそういう組織を作っていくとか、

いずれにしても、どういう方向で５０％を目指すかという方向性が要る

んじゃないかなと思っています 

 

山根健康増進課長  健康づくり推進協議会とは別に地域の中に４００名近くの

健康推進員がいます。その中で健康づくりに関するいろいろな意見を市

民の立場からもらってしますけども、健康づくり推進協議会と健康推進

員はちょっと違ってはくるんですけども、一緒に健康づくりをしていこ

うという組織は地域の中におられます。ボランティア組織でもあります

し、自主組織ですけども、一緒に健康づくりを進めていくということで、

育成をして健康づくりを支援しています。 

 

伊藤實委員長  よろしいですか。それでは、４款１項の保健衛生費の範囲で。 

 

岩本信子委員  １６７ページの医療提供体制設備整備事業、これは、労災病院

という話は聞いているんですけど、一般財源からも出るようになってい

るわけですよね。国、県からの支出金もあるんですけど、なぜ労災病院

なのか理解できないので、教えてください。 
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山根健康増進課長  この要件として、輪番病院が入っています。公立病院は該

当しないということで、うちの場合は労災だけということになります。 

 

岩本信子委員  それでは、一般財源を出すようになるんですけど、交付税措置

はあるんですか。 

 

川地財政課長  これは普通交付税措置ではなく、特別交付税措置になろうかと

思っています。 

 

下瀬俊夫委員  １６７ページ、霊園使用料の返還金の件です。以前から墓地公

園の募集をして、なかなか全部に行き渡らないというか、余ってしまう

という事態が最近増えてきています。まだ、予備も含めてかなり余って

いると思っていますが、現状幾ら余っているのか、教えてください。 

 

木村環境課主査  現状としては、小野田霊園は４５カ所残っています。これが

２６年１０月時点です。厚狭地区で東墓地が２区画残っています。それ

と南墓地が４区画残っています。これはいずれも、２６年８月から９月

にかけて募集して、その後に残っているという状況です。 

 

下瀬俊夫委員  今の報告では約５０残っているわけですよね。これについては、

当然整備をした上で、また募集をかけるんだろうと思うんですが、これ

からどうされるのか。 

 

木村環境課主査  今現在では、確定というわけではありませんが、２７年度の

予算ですと小野田霊園で最低でも１０区画は貸し出しをしたいと考えて

います。 

 

下瀬俊夫委員  さっきから言っているように、貸し出して、なかなか満杯にな

らないという事態が最近生まれてきているということで、いろんな理由

があると思うんですけど、以前から出ているように生前の貸出し、今は

骨にならないと貸さない仕組みになっていますが、生前の約束、当然一

定期間付きだろうと思うんですが、そこら辺について検討される気はあ

るかないか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長  年に１回、できれば公募をかけて、焼骨が

あって埋葬できる方という前提を現在のところ崩すことは考えていませ

ん。 
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下瀬俊夫委員  それは、募集をかけて余っても、そういう仕組みは変えないと

いうことですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長  余っていると言いましても、５０区画です

ので、これが生前購入ということで一遍になくなってしまうと、次の募

集がかけられません。ですから、優先的に焼骨がある方でやっていって、

２００も３００も余るということになれば、また話は違いますが、現在

の５０程度では、そこまでは考えてはいません。 

 

中村博行副委員長  返還金、何区画返還されたんですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長  予算的には小野田霊園１区画、東墓地公園

２区画、南墓地公園３区画を上げています。 

 

河野朋子委員  急患診療委託料、１６５ページですけど、これは、平日夜間の

件ですよね。平日夜間の診療について、これは本来、さっきの二次医療、

あの辺のことを考えたら、こういうところこそきちんと充実させて、そ

ちらにたくさん患者が行くようにしないと、市が負担している金額が増

えるからやめるではなくて、ここに市民の皆さんが来るような仕組みに

しないと、とんでもないことになるという危機感を持っています。二次

医療の件で、当番医が疲弊しているということも十分分かっていますの

で、ここを充実させてほしいんですが、聞くところによると、今年度の

様子を見て、また患者数が少ない場合はもう打ち切るという話も聞いて

いるんですけども、その辺りの方向性、どのように２７年度取り組んで

いかれるのかお聞きします。 

 

山根健康増進課長  確かに一次医療の充実は、担当としても大切にしなくては

ならないと感じています。今まで啓発も足りなかったんじゃないかと反

省もしています。それで、啓発ということで、小野田医師会もとても協

力的ですので、その辺で啓発。それと小野田市民病院と労災に電話があ

ったときは、まず急患診療所を利用してくれということで、病院と連携

して、急患診療所の紹介もしてもらっていますし、今まで平日夜間が高

校生以上だったのを中学生まで幅を広げて、その辺でいかにして充実し

ていくかということも考えています。それと消防とも連携して、市民か

らどこに行ったらいいかという問い合わせがあったら、まず急患診療所

に行ってくれというようなこともしています。 



54 

 

 

河野朋子委員  核心の部分は、今年度の様子を見て、この事業を打ち切るとい

うような話が出ていると聞いていますが、そういった方向を本当に考え

ているのか、その辺り大変危機感を持っていますので、確認させてくだ

さい。 

 

山根健康増進課長  担当としては、継続をするために頑張っていきたいと思い

ます。 

 

河野朋子委員  これを打ち切るのは簡単ですけど、ある程度協力を得て、せっ

かくここまでやっているものを切ってしまったらもう無理だと思います。

今、大変な状況にある中で、これをいかに充実させて、そちらのほうに

ということを本当にやっていこうと思ったときに、場所が保健センター

で、市民にとってはすごく分かりにくいところで、やはり市民病院とい

ういい場所があるんですから、その一角を借りれば、市民の皆さんもわ

かりやすい。管理者は、病院がコンビニ化したら困るからと言われまし

たけど、今そういうことを言っている場合ではなくて、むしろ市民病院

が積極的に一角でも提供して、市民の方にどうぞ来てくださいという、

打ち切るよりも拡大していく、充実させていく方向で、２７年度、積極

的に取り組んでもらいたいと思いますし、チラシみたいなものはあるん

ですけど、市民の皆さんに分かりにくい状況なので、ＰＲもぜひ頑張っ

ていただきたいという意味でお願いします。 

 

下瀬俊夫委員  今の河野委員の提起は、すごく大事だと思うんです。というの

は、市民病院で、時間外が大体日々１０人は来る、年間４,０００人ぐら

い来るっていうわけね。それで救急医療体制が崩壊すると言っているわ

けだから、例えば、市民病院の一角を借りてやるような仕組みを作った

ほうがよりいいんではないかと普通思うよね。いかがですか。 

 

河野朋子委員  追加ですけど、市民病院でやってくださいというわけじゃなく

て、今、開業医の先生が当番でその場所を借りてやっているわけですか

ら、その場所を市民病院に移せば、いろんな医療機器もあって、先生も

助かるし、場所がわかりやすいので、患者も気楽に来られる。そういっ

た声がありますので、ぜひ、市民病院にお願いして、そういった方向で

考えていくことをお願いしたいと思います。 

 

河合健康福祉部長  この休日夜間の診療の件については、本市単独で考えるこ
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とではなくて、広域で考えるものとして捉えています。今、宇部と美祢

とで、この診療所関係についても、お互いに宣伝しながら、啓発に努め

ようという話もしています。宇部市においては、休日夜間の診療はあり

ません。山陽小野田にはあります。また、休日については、宇部に診療

所があります。そういったところで、お互いに協力しながら、一次救急

の充実をもって、二次救急の手助けをしていこうという話にもなってい

るところです。また、場所についても、宇部市もいろいろ考えていると

いうこともあります。現在の状況としては、１日平均７人でした。今ま

で３人でしたが、１月にはインフルエンザがはやったということもあり

ます。そういった状況を見ても、この診療所について、今後、担当とし

ても、できる限りの啓発等に努めながら、利用促進に努めていこうと思

っています。それでも伸びないということであれば、また、本市だけで

はなく、宇部市、美祢市とも合わせながら、また、二次救急とも話し合

いながら、手だて等を考えていきたいとは思っています。 

 

伊藤實委員長  ちょっと話が変わってきた。今のことはまた民福でしてくださ

い。 

 

岩本信子委員  １７１ページ、浄化槽設置整備事業の補助金の件ですが、８５

基の予定でされているんですが、下水道整備区画が見直されていますよ

ね。そこに入っている人は補助金が受けられないっていうことがあるん

ですが、その辺どうなるのか教えていただけますか。 

 

多田建設部次長兼下水道課長  現在、８５基で上げています。今年度、認可の

拡大をしていますが、全体区域の中で拡大した部分自体は、残り部分の

面積が少し減るということになります。認可区域として認定された段階

で、その区域内は合併浄化槽の助成が受けられなくなります。それで、

残りの部分については従来どおりの合併浄化槽の助成をしていくという

ことです。拡大部分については、おおむね５年間をもって、公共下水に

よって整備をする区域ということで拡大しています。これは３月１０日

の県報に載り、承認されました。それで今後、告示をもって広くお知ら

せするようになろうと思います。したがって、合併浄化槽の８５基は、

過去５年間における平均値を持っています。２５年度、２６年度におい

ても、１１月末段階で全ての予算を執行するような状況で２６年は７４

基で終了しています。ただ、７４で予算化というわけにもいかず、過去

の５カ年計画の中では、単年度１００基という目標数字がありましたが、

過去５年間の推移を見た中で、８５基という平均値をちょっと繰り上げ
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た数字をもって単年度の助成事業としたいということで、この数字を上

げています。 

 

岩本信子委員  結局認可区域だったら、この補助金が受けられないのは確かで

すけど、認可されて工事にかかるまで時間がかかっているんですよね。

それで、５年と言われましたよね。５年以上待っているところはまだあ

るんじゃないですか。認可区域だったら、浄化槽を整備したくても、補

助金がもらえなくて自分でしなくてはいけないんです。幾ら待っても下

水が来ないというジレンマがあるんです。その点はどう考えられますか。 

 

多田建設部次長兼下水道課長  あくまで計画論としての５年間です。現認可の

中にも、染みのように黒塗りができない、要は未整備のところがある。

１区をとるために２００万から５００万かかるとか、そういった部分に

ついての積み残しです。現認可はあるんですけども、公共下水で救えて

ないところについては、相談をさせていただいて、手法をとって整備を

していきたい。要は、黒塗りで整備済みというところにしたいと考えて

います。そういう件については、随時相談いただいて、可能な限り。目

的は、公共下水で整備しようが合併浄化槽で整備しようが、環境を保全

していく、水質を保全していくという目的ですので、その辺は下水道課

としても柔軟に考えていきたいと考えています。 

 

岩本信子委員  では、認可区域であっても、相談によっては浄化槽をつけて補

助金が出るという考え方でいいんですか。 

 

多田建設部次長兼下水道課長  現在の補助制度は、国交省、省庁関係の関係で、

それは突っ込めないという確認をとっています。そういったところにつ

いては、単独整備を視野に入れざるを得ないと考えています。それにつ

いては、今年度、県構想ということで整備構想を見直します。その中で

の合併浄化槽のあり方について問題提起をして、そこで結論を出したい

という方向性を原課としては考えています。 

 

伊藤實委員長  それでは、２項の清掃費についてありますか。 

 

下瀬俊夫委員  新ごみ処理場について、新年度から運転管理という話があった

んですが、具体的に何も出てこない。新年度以降、どういう方向になる

んですか。 
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中森環境施設整備室技監  以前にも説明していますけども、２７年度から新ご

み処理施設は完全民間委託で運営する。今、市の職員が一部入っていま

すが、２７年度から運転管理については、全て民間に委託するという方

向性を出して、既に１２月の時点で運転管理の業者は入札により決定し

ています。１月から川崎技研、建設メーカーによる教育も開始しており、

日本管材環境サービスが受注していますので、運転管理の教育等に入っ

ているところです。契約期間は、２７、２８、２９の３年間を既に債務

負担をとって契約して、３年間ほど日本管材環境サービスで運転管理を

してもらう形になっています。 

 

下瀬俊夫委員  これ、議案出ましたか。川崎技研が契約したという。 

 

伊藤實委員長  日本管材でしょう。 

 

下瀬俊夫委員  いや、川崎技研でしょう。 

 

伊藤實委員長  もう一度、執行部。 

 

中森環境施設整備室技監  今造っているメーカーが株式会社川崎技研です。建

設工事は、３月２５日までの工期で、既に工事自体は９９％以上完了し、

試験運転の性能確認試験の結果待ちの状態になっています。３月２５日

までに、市の完了検査も終え、引渡しを受ける形になっています。運転

管理については、川崎技研ではなく、運転管理ができる会社で入札を行

い、日本管材環境サービスが落札して、契約しています。 

 

川上市民生活部長  この運転管理については、２６年度予算で審議してもらっ

ています。債務負担行為をとって、１月からの試運転と後の３年間とい

うことでお願いしています。これは民福の委員会でも説明しています。 

 

下瀬俊夫委員  日本管材との請負契約について議会に出したの。全く記憶にな

いんです。 

 

川上市民生活部長  これは、議会の議決事項ではありませんので。 

 

下瀬俊夫委員  議決事項であろうがなかろうが担当委員会に報告する責任があ

るでしょう。 
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川上市民生活部長  これについては、１月から試運転に入り、その前に入札で

行いますという説明をしていると思います。 

 

下瀬俊夫委員  そういう話じゃないでしょう。どの業者と契約を結んだとか、

そんな話を担当委員会、誰も知らんのですよ、おかしいでしょう、そう

いうことは。 

 

川上市民生活部長  業者を選定して入札をしましたので、その結果として報告

しているという認識です。 

 

下瀬俊夫委員  うちの担当委員、誰も知らない。そんな報告を受けたことがな

い。今初めて聞きました。 

 

伊藤實委員長  その件については、また民福でしてください。 

 

岩本信子委員  １８１ページ、塵芥収集運搬委託料です。山陽地区と小野田地

区はちょっと違う仕組みになっていたんですけど、小野田地区も委託と

いう形になるんですか。 

 

榎坂環境施設整備室長  収集委託は山陽地区のみです。小野田地区は直営でや

っていますので、職員で収集しています。 

 

岩本信子委員  ごみ処理施設も業務委託になってくる。どこも皆、運搬収集も

業務委託、民間になっているんですが、計画とか予定とかは全然考えて

いないのですか。小野田地区はそのまま直営でずっと続けられるという

考え方ですか。 

 

榎坂環境施設整備室長  今のところ、小野田地区については直営でやっていく

方向で考えています。 

 

中村博行副委員長  ごみ処理についてお聞きしますが、新施設が１日９０トン

でしたかね。ということで、規模が小さくなったと。それに対して危惧

された部分があったと思うんです。それには、ごみの減量化を進めてい

くということでありましたけども、具体的にどうされるのか、その辺り

をお聞きしたいと思います。 

 

榎坂環境施設整備室長  ごみの減量化については、実施しています。市民の皆
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さんに、ごみの分別、燃える物と燃えない物と、それから資源ごみは人

の手で分けることによって、資源となって市に収入をもたらします。市

民の皆さんの御協力で、月に３００万から４００万の資源ごみの収入が

あります。そういうことで、分別して、ごみの量を決定しています。 

 

中村博行副委員長  エコテックからの返却が最近ちょっと多いのではないかと

思うんですけども、その原因は分かりますか。 

 

榎坂環境施設整備室長  旧炉のときには、確かに返却が多かったんですけども、

新炉では、鉄分をふるいにかけて、鉄分が出てこないシステムにしてい

ます。だから、今年度４月１日から、そのような返却は減少すると思わ

れます。 

 

伊藤實委員長  ほかに、清掃費はいいですか。それでは、４款の審査を終わり

ます。ここで１０分間休憩して、４０分から始めます。 

 

午後２時２６分休憩 

 

 

午後２時４０分再開 

 

伊藤實委員長  それでは、休憩前に引き続き委員会を再開します。次は、審査

項目３の２款総務費についての事業審査から入ります。最初に、事業ナ

ンバー４番、防犯外灯助成事業についての質疑を受けます。 

 

下瀬俊夫委員  この助成事業について、とりあえず積み残しを優先するという

ことで聞いています。新規の申込みがどの程度あって、基本的には今回

入るか入らないかを含めて、昨年までの積み残しをやるということで、

その辺のすみ分けを報告してもらいたいと思います。 

 

白石生活安全課長  資料の１６ページ、２７年度は９６８万７,０００円と、昨

年度当初予算、補正後の予算に比べ、増額の予算となっていますが、壊

れていない古いものをＬＥＤに変えていくという申請を受け付けており、

その分を促進分と言っていますが、それが２６年度で４８７灯の申請が

あり、２６年度の実績で２５８灯できましたが、なお２２９灯が繰越し

分になりました。それを２７年度当初予算で完全に消化したいというこ

とで、２７年度では新たに促進分の申請は受け付けない。その代わり、
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緊急分、防犯外灯が壊れたものについては、その都度対応するというこ

とで２７年度は３００灯にしています。促進分の中でも実際に壊れてす

ぐに対応してほしいという自治会からの申請も多くありますので、促進

分を新規に受け付けないということになると緊急分が増えるのではない

か、その分についてはしっかり対応したいということで、緊急分を増や

した予算にしています。 

 

松尾数則委員  防犯外灯については、自治会の負担を軽減することに非常に役

立っていると思うんですが、電気代の負担ということは考えていないの

か、お聞きします。 

 

白石生活安全課長  現在、設置の補助金でも完全に対応できていない状況です

ので、電気代の補助については、今後検討させていただきたいと思って

います。 

 

松尾数則委員  防犯外灯、青色ＬＥＤが性犯罪の予防になるということで、全

国的にされている自治会もあるという話を聞いているんですが、そうい

うことは考えていませんか。 

 

白石生活安全課長  そのような製品が安価で出ているか把握をしていません。

暗いところがないようにということで照らされるものでと考えています。

自治会からそういうものをつけたいということで申請が出てきましたら、

この防犯外灯の要綱の中で対応できると思っています。 

 

松尾数則委員  ぜひ検討してもらいたいと思います。 

 

岩本信子委員  ２７年度は３００灯ほど予定して、そのうちの２２９は繰越し

分で、あと繰越し分をやると言われましたよね。それで、３００灯のう

ち７０ぐらいは、結局、緊急分になるという説明だったんですか。 

 

白石生活安全課長  促進分が全部で２２９灯、これは丸々２６年度の繰越し分

で、２７年度新規は受け付けません。３００灯については、緊急分、壊

れたものに対して自治会から要望が出たら、その都度、緊急というか、

早急に対応させてもらいたいという灯数です。 

 

伊藤實委員長  よろしいですか。続いて、５番厚狭地区複合施設事業について

質疑を受けます。先般、総務でもこの厚狭地区の複合施設についていろ
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いろと協議したんですが、空調の件、それとサイレン、今まで鳴ってい

たのをどうするかという部分があったんですが、執行部の説明では、エ

アコンについては従来どおりの見解でそのように近い施設にするという

ことで様子を見てしようということでした。サイレンについても、あの

辺の地区から要望書が出ているわけですよ。それに対して文書１枚で「で

きません」という冷たい対応であったという意見も聞いていますし、自

治会の人たちが言っているのは、山陽地区は消防のサイレンみたいなの

が鳴っていたんですね、昔は。そうではなくて、小野田地区は「家路」

の鐘、ほんわかするような音楽が流れるわけですよ。農業をしている方

や子供たちがこのチャイムが鳴ると帰らないといけない、そういう状況

になるので、そういうものはぜひとも必要ではないかと。それと防犯の

面からいっても、防災無線の代わりにそういうスピーカーで避難状況を

発するようなこともできるんではないかということで、強い要望が出て

いるんですが、その辺についてはいかがでしょうか。 

 

芳司企画課長  １点目、体育館棟のエアコンの整備の件ですが、これについて

は、２５年７月臨時会の際に附帯決議があり、それに対しては当面は設

置しないで、供用開始後に様子を見た上で、必要があれば検討していく

という回答をしています。工事期間が６月から７月末ということで、い

ろんな事情の中で１カ月の延長がされている中で、私共とすれば、とに

かく一日も早い完成、供用開始を目指したいということですので、エア

コンについては、そういう御理解をしていただきたいと思います。それ

と、サイレンの件ですけれど、これについては、ちょうど１年前になろ

うかと思います。昨年２月に地元の自治会協議会から文書でそういった

要望をいただいています。これに対して、市の対応とすれば、そういっ

た要望等については、生活安全課が窓口となって、関連するところにそ

の対応とかを照会した上でということでしていますが、その際に幾つか

の観点があったと記憶しています。１つは防災のサイレン、それから、

いわゆる時報的な部分であるとか、「家路」の鐘のようなチャイムとい

うか、そういったことがあったかと思っています。関係課の教育委員会、

総務課などに照会し、それぞれの考えをまとめた上で、３月３日付けで

自治会協議会の会長宛てに市長名で、この設置の要望については、現段

階では予定していないという回答をしたところです。防災の観点で申し

ますと、担当の考え方とすれば、むしろあの位置よりも厚狭川にもう少

し近い、東側のほうが場所としては適切ではないかということで、それ

については継続的に検討していきたいということであったと思いますし、

教育委員会も、その段階ではその必要性を特に感じていないという回答
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であったと思います。ただ、今、委員長が言われたように、青少年の健

全育成であるとか、子供たちの帰宅を促すという意味合いで、そういっ

たものがやはり必要だといったことがまた地元から声が特に上がるよう

であれば、それについては当然検討に値するのかなと考えています。 

 

伊藤實委員長  地元から上がったから要望書が出たんでしょ。小野田は今やっ

ているでしょう。どうして継続しているんです。山陽地区の新しい複合

施設、今までのサイレンからチャイムに変えるとか、してほしいと地元

からの要望は上がっているわけよ。小野田が継続している理由は何か明

確に言ってください。 

 

芳司企画課長  これは社会教育課と思いますが、従来どおり青少年の健全育成

を目的とした形で協力していると思っています。厚狭地区については、

昨年の２月に自治会協議会から要望が出て、市としても正式な形で回答

をしたところです。それに対して、今委員長が言われたような声はお聞

きするんですけれど、正式に地元からのそういう声はまだ入ってきてい

ませんので、現在検討していないということです。 

 

伊藤實委員長  青少年健全育成で小野田はやっているわけでしょう。山陽地区

はしなくていいということなの。矛盾でしょうが。やればいい、それぐ

らいのこと。 

 

芳司企画課長  今回の整備については、今の段階ではちょっと無理かと思って

いますので、まずこの整備自体は予定どおり進めたいと思っています。

後にその必要性があるということでの整備については、総合事務所のほ

うで検討と考えています。 

 

下瀬俊夫委員  防災の件で先ほどやらないという回答を言われたんですが、し

かし、これは厚狭川水害の後の特別委員会の委員長報告の中で、委員会

としての提言として言っているよね。あれは苦い教訓を踏まえて、僕ら

が地域に入って市民の声を聞いた中で、市民から出た要望なんですよ。

それを委員長報告でまとめて提言しているわけです。先ほどの話では、

厚狭川に近いところにという話があるよね。何を考えているんだってい

う話です。総合事務所を中心にして、小さい川、桜川で日常的にあの一

帯が水に浸かるんですよ。だから今、拡幅工事をしているわけでしょう。

だから、厚狭川がどうこうという問題だけじゃないわけですよ。だから、

総合事務所のところにあったほうがいいんです。そういう点で、あのと
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きの委員長報告について、どうも間違った受け止め方をしているんじゃ

ないかな。それから、埴生でサイレンの吹鳴、緊急時のサイレンの吹鳴

はできるようになっているよね。埴生ではやって、なぜ厚狭ではやらな

いの。言っていることに、どうも一貫性がないんです。 

 

芳司企画課長  今回の厚狭地区の複合施設の整備については、他課にまたがる

業務ということで、私共で全体の調整をしながら、この整備事業を進め

ています。整備のための実施設計が一昨年の９月から３月までというこ

とで、この実施設計に基づいた工事を今年度春先から始めています。そ

の実施設計にいろんな意見等を反映させていこうということで、２５年

度末まで今回の要望も含めて取りまとめた上で、こういう方針でという

実施設計が完了しており、それに基づいて今粛々と工事を進めていると

いうことです。したがって、さらにその設計変更というのは、今回の整

備についてはかないませんので、今言われたような要望等に対しては、

それぞれ担当している所管でまた対応をしていくことになろうかと考え

ています。 

 

伊藤實委員長  全然答弁になっていない。これは最後にします。その次、３７

番、１８７ページ、これは１０周年事業の関係で文化によるまちづくり

の推進事業で、絵画展の開催事業についての質疑を受けます。 

 

中村博行副委員長  展示とかされた際に販売ということまで考えておられるか

どうか。 

 

大田成長戦略室長  できれば販売までつなげたいと考えています。予算上は出

展料を取るようにしていませんけれども、募集をする段階で販売希望の

方と単に展示希望の方を分けて募集し、販売希望がある場合は、一応１

点３,０００円から５,０００円ぐらいの出展料をもらおうと思っていま

す。そして、見ていただいた方に何番の絵をこのぐらいだったら購入し

ても構わないというものを書いて入れてもらうボックスを作って、売り

手と買い手の値段の思いが合致したら、それが販売につながるようには

していきたいと考えています。 

 

下瀬俊夫委員  対象の画家がプロ、セミプロになっていますよね。これ自称で

いいんですか。セミプロっていうのがよくわからないんですよね。 

 

大田成長戦略室長  検討の段階でもそれは出ました。それは本人にお任せしよ
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うということで、学校で美術を教えていた先生で絵画を趣味にしている

方でも構わないと考えています。 

 

岩本信子委員  山陽小野田市内にどのぐらいのプロの画家がいるか把握してい

るんですか。 

 

大田成長戦略室長  画家だけで食べていける方はいないと思いますが、書いた

絵を売りたいと思っている方は思ったよりたくさんいると聞いています

ので、文化によるまちづくりですから、そういう方を世に出していく作

業をしていきたいと考えています。 

 

下瀬俊夫委員  プロの画家の方が年に１回か２回、必ず宇部の菊川廊なんかで

個展をやっているんですよ。だから、当然それを収入源にしている方も

いるわけですよ。そこら辺のことが余り市民に知られていないという面

があるんですよね。そういう点では、今回はいい機会かなと思うんです

が、プロの方の実際の活動についての情報収集はかなりやっているんで

すか。 

 

大田成長戦略室長  文化によるまちづくりを目指していますので、今後そうい

うところにもできるだけ力を入れたいと思います。市外の画廊等で個展

をされる場合も山陽小野田市出身の方がされる場合は、そういう情報を

早目にキャッチして、フェイスブック等でお知らせをして、手助けもし

ていきたいと考えています。 

 

岩本信子委員  情報収集が大事ですが、それぞれ個展をされています。これが

山陽小野田市の在住の先生たちが１カ所でされるというのは、すごく目

玉になると思いますので、積極的に働きかけて、山陽小野田市で絵を書

かれている方の作品が一挙に見られたらいいなと思いますので、努力し

てください。 

 

伊藤實委員長  それでは、次へ行きます。３８番の歌声コンサート事業につい

て。 

 

吉永美子委員  これは市民参加型ということですが、どのような参加を考えて

ボニージャックスを選ばれたのか。そして、対象年齢をどの程度の年齢

として考えているのかお聞きします。 
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舩林文化会館主査  まず、どのように参加してもらうかということですが、ゲ

ストとして、ボニージャックスをお招きするということで、１部でボニ

ージャックスのコンサートを約３０分、そして２部で歌声コンサートと

いうことで、歌声喫茶のホール版という形で、ホールでリクエストされ

た曲をかけて、ボニージャックスと一緒に歌うという形を考えています。

ボニージャックスに決定した経緯は、田村芸術顧問とボニージャックス

が懇意ということもありますが、値段、日程など総合的に考えて、今回

はボニージャックスがよかろうということです。それから、年齢につい

ては、昭和の年代というか、そういった方を対象にしたいと思っていま

す。 

 

杉本保喜委員  歌声コンサートっていうとＢＧＭが余りないんですよね。ギタ

ーだけとかピアノだけとかいうところがあるから、その辺は今どのよう

に構想を持っているのか教えてください。 

 

舩林文化会館主査  今回については、ボニージャックスが基本的に歌える曲を

カラオケの機械を持ち込んでやるということなので、多分ギターだけと

かピアノだけとかではなくて、カラオケに近いような曲ではないかと思

います。 

 

伊藤實委員長  それでは、３９番展覧会事業についてありますか。 

 

下瀬俊夫委員  米倉斉加年の絵は独特の絵なんですよね。彼の絵だけ飾ってど

んな意味があるのかなと思うんです。当然ここに書いているように、役

者、演出家、画家として活躍してきた米倉斉加年氏の絵画展というので

あれば、当然彼の足跡が分かるような仕掛け。絵画だけでは米倉斉加年

さんとの関係はよくわからないだろうと思うんですよね。ちょっとそこ

ら辺の演出が要るんじゃないかと思うんだけど、いかがですか。 

 

大田成長戦略室長  当初の予定は、御在命でありましたら本人に来てもらって、

講演をして、ロビーで作品を展示するという企画だったんです。それで

所属している個人事務所とも話がついていたんですけれども、お亡くな

りになったということでこれを中止せざるを得ないかなと思いましたが、

事務所は故人をしのんでもらうという意味も込めて絵画展だけでもとい

うお話がありましたので、絵画展だけとしていますが、今言われた足跡

をたどるとか御在命時の動画をなんとか映像で流すとかそのようなこと

については、事務所とこれから詰めたいと思います。 
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吉永美子委員  入場料ですけど、単純に絵画を展示されるだけで５００円とい

うのは余り安くないのではないかと思うんですが、この５００円にされ

た理由をお聞かせください。 

 

舩林文化会館主査  安くないと言われましたけれども、県立美術館であるとか

下関市立美術館の作品展であるとかそういったところも見比べながら、

小ホールでやるならこの程度がよかろうというところで５００円を予定

しています。 

 

伊藤實委員長  それでは、次のサンタクロース派遣事業。 

 

舩林文化会館主査  これに関しては、毎年山口市と山口県立大学でクリスマス

市というイベントをされており、１２月クリスマス市ということで、フ

ィンランドから本場のサンタクロースを呼ぶということを毎年やってい

ます。そのときに１日ほど山陽小野田にも来てもらえないかというお話

をしたところ、１日ぐらいでしたら大丈夫でしょうというお話をもらい

ましたので、それで１日来てもらって児童養護施設に行って交流を図る

とか、どんなことができるか検討しないといけない部分はありますが、

厚狭駅前、小野田駅前で何月何日の何時に来るから子どもたちに来てね

という広報をして子どもたちに来てもらって触れ合うとか、そういった

ことを考えています。 

 

伊藤實委員長  山口市の関係で来るわけでしょ。ということは、それがメイン

で来るわけだから、空いた時間となるので、よく検討して慎重にしてい

ただきたいと思います。 

 

岩本信子委員  これは子供たちが対象と決められているんですか。 

 

大田成長戦略室長  今のところは１日ほど来てもらえるという約束をとった段

階ですから、どんなことをやっていくかはこれから詰めていきますので、

今言われたことも考慮しながら考えたいと思います。 

 

伊藤實委員長  それでは、次のきららガラス未来館についてありますか。よろ

しいですか。それでは、レノファ山口とパートナーシップ事業について。 

 

大田成長戦略室長  今日、シーズン前の挨拶ということで、市長のところに河
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村社長が表敬訪問されました。今聞いているのは、１万５,０００人計画

を進めていますが、前売りの段階で８,０００ぐらいになっているという

のは聞きました。 

 

中村博行副委員長  交流事業の実施回数ですけども、２７年度から１２回と定

められているんですけど、どの事業というのが決まっているんですか。 

 

大田成長戦略室長  それはこれからです。シーズンが始まれば、まず試合のス

ケジュール等を勘案しながら、来られる選手に来てもらって市民と交流

をしていただきたいと思っています。基本的には児童施設や福祉関係の

施設を中心になろうと思います。 

 

伊藤實委員長  先日、ホームタウンといって実行委員会が開かれたじゃないで

すか。市民への啓発もいろいろしていかないといけないんだけど、成長

戦略で具体的にどうしようということは決まっていますか。 

 

大田成長戦略室長  先日立ち上げた山陽小野田市パートナーズクラブの活動を

活発にしていかなければならないと思っています。今、とにかく開幕ゲ

ームに備えて動員ばかりをやっていますけど、４月以降はパートナーズ

クラブとしての活動をきちっとして、レノファの知名度を市内で上げる

仕掛けを幾つかしていきたいと考えています。 

 

伊藤實委員長  今度サッカーフェスティバルもあるわけだし、そういうものも

活用しながらしないといけないし、組織全体で考えていかないといけな

いと思うので、役割分担しないと人間は限度があると思うので。 

 

大田成長戦略室長  それは人事課も考慮してもらえると思います。それから、

サッカーフェスティバルのことが出ましたが、サッカーフェスティバル

が２１日の土曜日から４日間ありますけど、日曜日の１２時キックオフ

で、レノファのチームに帯同できない２軍クラスの選手と強豪校である

東福岡高校とのエキジビションマッチを入れていますので、フェイスブ

ック等で宣伝して、たくさんの方に見に来てもらおうと思っています。 

 

伊藤實委員長  前に市議会ともしようという話があったんですが、その話はな

いですか。 

 

大田成長戦略室長  議員と選手の交流という意味では、例えば１１対３とか、
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ハンディキャップマッチ等でやりたいと言われれば幾らでも組みますの

で、けがのないようによろしくお願いします。 

 

伊藤實委員長  いろいろ市民と交流、日ごろからそういう関係を持っておくと

また支援してもらえるというようになるので、よろしくお願いします。

ほかに、山口レノファいいですか。それでは４３番、ふれあいスポーツ

推進事業について。いいですか。それでは、続いて１０周年の関係にい

きます。４４番の１０周年記念、なんでも鑑定団について。 

 

杉本保喜委員  なんでも鑑定団に出品できる人は、山口県内と考えているんで

すか。 

 

幡生総務課主幹  山口県内には限りません。番組スポットを出しますので、全

国に放送されますし、全国を対象にします。 

 

下瀬俊夫委員  問題は鑑定団、何の鑑定をするか、誰が来るかということなん

ですよね。何の鑑定をするのかをはっきりさせてください。 

 

幡生総務課主幹  ２９ページに周南市の資料が付けているんですけど、申込書

があり、鑑定品目とエピソードを書いて写真も付けてもらうということ

です。周南市などに調査をしましたが、鑑定品だけではなくエピソード

も非常に大切であるということです。募集は市でしますが、全部番組製

作会社に送って、番組制作会社で鑑定品とそのエピソードを見ながら、

決めていくことになりますので、その内容によって鑑定士を選んで連れ

てくるということになります。 

 

伊藤實委員長 次、のど自慢について質疑。これもＮＨＫに募集して、予選が

あって上手な人ばっかりではなくて下手も出られると。そういう面では

広くＰＲできると思うので、市の紹介も出る、この辺をしっかりと発信

していただきたいと思います。 

 

吉永美子委員  ２７年はのど自慢ですけど、それが毎年来るわけじゃないでし

ょうから、どういう公開番組を今後引っ張ってこれそうですか。 

 

舩林文化会館主査  内容については、ほぼＮＨＫ山口放送局に一任という形に

なりますので、毎年応募を、３つぐらいのジャンルに分けてどれが第１

希望かということで出しますが、第１希望が当たるとも限りませんし、
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当たらないことも多いわけです。山口放送局でいろいろと検討して決ま

ります。 

 

伊藤實委員長  それでは、次４６番。 

 

下瀬俊夫委員  なぜトランペットなのかがわからないんだけど、あのホールで

トランペットも合うんですか。あそこでトランペットをまだ聞いたこと

ないんですが、多分トランペットの単独でしょうね。 

 

舩林文化会館主査  これは、トランペット単独で、伴奏はピアノで行うように

しています。私は合うと思います。 

 

杉本保喜委員  どれぐらいの時間ですか。 

 

舩林文化会館主査  これはリサイタルですので、ナカリャコフがほぼ時間演奏

します。 

 

伊藤實委員長 それでは次、ＪＦＡこころのプロジェクト、夢の教室について。 

 

杉本保喜委員  実行委員会の編成ですが、公募学生が１０名となっていますが、

その理由を教えてください。 

 

幡生総務課主幹  ２４３ページの表の右側のユース会議のメンバーの中の公募

学生１０人ということで、今１０周年記念事業で次代を担う若者に集ま

ってもらって事業をやってほしいということで、各高校から２名ずつと

山口東京理科大から１名だったんですけど、現実は厚狭高２人、小野田

高３人、小野田工業１人、サビエル２人、山口東京理科大１人というこ

とで、９人ですけれども、おおむね各校に２名ずつで１０名にしたとこ

ろです。 

 

杉本保喜委員  こういう行事は若い人たちがどれだけ参加するかで盛り上がり

が変わると思うんですよね。それで、小野田工業が２名のところが１名

になったというところをもう少しＰＲして、この学生たちがもっと増え

るような、特に理大が１人でなくて複数で参加できるような形にすると、

理大の学生たちもやはり仲間がいれば動きも違うと思うんですよね。だ

から、ぜひもう少し多く参加していくように努力してもらいたいと思い

ます。 
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幡生総務課主幹  ユース会議の事業については、３月２２日に市民ふれあいの

集いの午後にステージパフォーマンスということで、市内の高校生、予

想で１００名ほど集まってもらって、各校から出てもらっていますけれ

ども、ステージパフォーマンスをしてもらおうと考えています。また、

屋外でもフードパークといって、これもユース会議が企画して、やろう

ということになっていますので、かなり声をかけて高校生には集まって

もらうようにしていますし、チラシも各校にまいていますので、午後に

はたくさんの高校生が来るんじゃないかと期待しています。 

 

伊藤實委員長  それでは事業についてはよろしいですか。それでは引き続き、

２款総務費１項１０目から、１項の総務管理費の関係について、８４ペ

ージから１１０ページまでで質疑ありますか。 

 

岩本信子委員  この自治会事務費の補助金が増えたと言われたんですけれど、

これは世帯数が増えたんですか。 

 

石本協働推進課長  自治会事務費補助金については、平成１８年度から各種団

体の補助金を一律１０％減額していく中で、平成１９年度から１５％減

額されました。その後、補助金交付基準の設定により全般的な見直しが

行われましたが、この自治会事務費補助金についてはそのまま現在まで

１５％減額が続いていました。平成２６年度から職員給料等が見直され

る中で、自治会や自治会連合会などから減額廃止の要望が出ており、そ

れを受けて平成２７年度自治会事務費補助金については見直しを行い、

これまでの経緯や財政状況等を総合的に踏まえて新たな自治会事務費補

助金を設定しました。具体的には、現在の自治会事務費補助金は自治会

事務費基本額と自治会事務費世帯割単価、環境衛生推進助成費世帯割単

価の合算となっています。自治会事務費基本額については、平成２６年

度の１５％減額の月額２,３８０円を２,６００円に、自治会事務費世帯

割単価については月額１１９円を１２５円に新たに設定しています。環

境衛生推進助成費世帯数割単価は月額２５.５円を３０円に設定してい

ます。年間予算額にすると６,３４２万９,０００円となり、１５％減額

の平成２６年度当初予算５,８９６万１,０００円と比較すると４４６万

８,０００円、率にして７.６％の増となります。また、１５％減額しな

かった場合の予算は６,９３６万６,０００円となり、それと比較すると

５９３万７,０００円、率にして８.６％減額となります。 
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伊藤實委員長  以上ですが、後ほどでいいのでそれをまとめた資料を出してく

ださい。今言われたけど、覚えきれないので。 

 

石本協働推進課長  わかりました。 

 

岩本信子委員  今まで減額されていた分を元に戻したということですか。基準

をつくり直したということですか。 

 

石本協働推進課長  元に戻したというよりも見直したということです。 

 

下瀬俊夫委員  毎回言っているんですが、直接自治会長の懐に入ってしまうと

人件費になってしまうということ。これまでもきちんと自治会の会計に

入れるということを条件にするという話になっていましたよね。いまだ

にそういう処理をしていない自治会が幾つかあるという話で、これに対

していろんな意見が出始めています。そういう指導といいますか、きち

んと自治会の会計処理にしなさいということについてはきちんと徹底し

ているのか、これをまず教えてください。 

 

川上市民生活部長  この件については、今まで議会や監査から指摘がありまし

た。それで、私どもも自治連と話し合いをしてきましたし、自治連と市

長の対話の日もあり、その中でも話をしました。そうした中で、決算書

を作っていない自治会もありますけど、補助金の収支の報告書は出して

くれという形でお願いしており、その方向で様式をどうするかという話

をしていまして、５月の自治連の総会で皆さんにそういう方向でお願い

するという約束を取りつけています。 

 

下瀬俊夫委員  自治連が努力をする、しない、それはいいんです。問題は、そ

ういう会計処理をきちんとしていないという自治会が何件ぐらいあるの

か、御存じですか。 

 

川上市民生活部長  この件で昨年話がありました。それで石本課長が自治連か

ら出た資料で話をしたと思います。その後、１０月に入り、再調査をし

て、１件、それができないというところがあったようですけど、ほかは

自治会の会計に入れているという報告が上がってきています。そういう

中で、きちんとしてもらおうということで話を進めている状況です。 

 

下瀬俊夫委員  自治会長が新年度で変わる場合もあるし、そういう人たちも含
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めて、毎年毎年きちんとしなければいけないと思っています。そこら辺

をきちんと対応していただきたいと思います。 

 

川上市民生活部長  そういうことですので、今、詰めていまして、５月の総会

のときには全自治会長にきちんとお願いするということになっています。 

 

伊藤實委員長  今の件については、「だろう」とか「指導している」ではなく

て、明確な答弁ができるような体制にしてください。また、今言われる

ように自治会長が変わることもあるので、きっちりとして是正するよう

にしてください。 

 

岩本信子委員  自治会館の建設補助金ですけれど、予算的にはずっとこの金額

で、自治会館の建設について積残しがあって、待ちがあるかとかいうの

は分かりますか。 

 

石本協働推進課長  この度、１件新設が出ており、それを残してあと８件です。

金額にすると１,２００万円弱ぐらいです。 

 

岩本信子委員  それでは、この８件は２年で解消できるということでよろしい

ですか。 

 

石本協働推進課長  それは予算の関係があり、一応順番にするようになってい

ますので、できるだけ順番どおりにやっていきたいと思いますので、新

築が入るとどうしてもその分が。 

 

川上市民生活部長  自治会によっては要望しているけど、自治会内で寄附等を

集めて資金を作らなければいけないということもある。大体何年ぐらい

かかるかなということもありますので、そういうことを全体的に見て予

算を組んでいきたいと思っています。 

 

岩本信子委員  順番と言われましたけれど、くじとかで順番を決めるのですか。

それとも申請順。 

 

川上市民生活部長  これは、申請をされ、それぞれの自治会で資金繰りがどう

いうふうになりますと、そういうものを判断して順番を決めます。 

 

松尾数則委員  ９３ページ、地籍調査についてですが、残っているのは旧小野
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田市のほうだけではないかと思っているんですが、いつごろまでやるの。 

 

徳永地籍調査課長  地籍調査は、現地調査は２６年度でもう終わっています。

それで、２７年度、今予算要求している部分ですけど、地籍図とか地籍

簿を作って、そして２７年度で完了予定を目指しています。 

 

松尾数則委員  旧山陽町から比べると２０年以上たっているかもしれませんね。

もう土地も売った人も随分出ているんじゃないかという気がするけど、

役に立つのか、どうでしょうか。 

 

中村総務部長  所有者は変わっている場合もあると思いますけど、これは境界

をきちっとして地番を振るというのが事業目的ですので、非常に役に立

っていると思います。 

 

下瀬俊夫委員  確認だけしたいんですが、８５ページの転入奨励金、去年との

関係で見通しについて何件を見ているのか教えてください。 

 

芳司企画課長  ２４年度からこの奨励金の交付を始めています。２４年度分、

２５年度分、そして２６年度分、３年間でずっと来たものが１５０件と

いうことで、２７年度新たに申請される新規交付開始分として、新築が

６１件、中古が１９件という想定で予算計上しています。 

 

下瀬俊夫委員  そうすると、２７年度は８０件、両方合わせて。２６年度は何

件ですか。 

 

芳司企画課長  後ほど報告します。 

 

長谷川知司委員  １００ページ、１０１ページですが、市民館費について、体

育ホール側の出入口に自転車が置いてある。問題は、自転車置き場がな

いということですが、やっぱり防災上、あそこは自転車とか置くべきじ

ゃないと思うんです。何かあったときに、人が逃げる避難通路ですから。

そうしたときに、自転車を置くスペースを考えてくださいと言っていま

した。あそこは小野田公民館を兼ねていますので、他の公民館の中で自

転車置き場がないところはないと思います。全て自転車置き場がありま

す。屋根付きです。それについて、どうなっているのか教えてください。 

 

大田成長戦略室長  ２度にわたり、一般質問で指摘を受けた件です。予算要求
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し、内部で十分検討しましたけれども、残念ながら予算化には至ってい

ません。それで、対応としては、現在、入口からちょっと離れたところ

に青空駐輪場を設定していますけれども、イベント等がある場合に、そ

この関係者に必ず入口付近に立ってもらって、自転車、バイク等に主催

者側からの注意喚起の協力をお願いしたいと考えています。 

 

長谷川知司委員  よそとのバランスを見れば、公民館には全て自転車置き場、

屋根付きがあると思うんですが、屋根付きを置かない理由は何かあるの

か。あるいは、次の年度で置くというようになっているのか。 

 

大田成長戦略室長  このたび予算化に至らなかった理由としては、今後、公共

施設の再編の中で市民館が非常に老朽化が著しいということで、複合化

による建替えを選択肢の一つとして検討する中で、今はできるだけお金

をかけないでおこうということが一番の理由であったと聞いています。 

 

長谷川知司委員  確かに公共施設の白書は出ていますが、建替え時期について

は明確ではないです。うやむやなままでいいのかどうか、考え方をお聞

きします。 

 

芳司企画課長  公共施設の再編については、先般、白書を公表したところです。

今後の予定としては、新年度、できるだけ早い時期、春先か夏までには

再編の指針を示した上で、具体的な方向性、それぞれの施設の方向性を

夏から秋ぐらいには示したいと考えています。 

 

長谷川知司委員  ですから、建設年度そのものが、ここ一、二年というのであ

れば、我慢してほしいということは言えますが、今の答弁で何年先か分

からないのにずっと青空駐車でいいのか、他は全て自転車置き場がある

のに。やはりきちんとバランスをとっていくべきじゃないかと思います

し、金をかけろというのではなくて、屋根付きを設置してもらいたい。

暑い夏場に自転車を置けば、パンクします。やはり屋根付きが要るとい

うことで、全ての公民館には屋根付きがあるんです。やはり一、二年で

設置すべきだと思いますが、どう考えますか。 

 

堀川総合政策部長  今の計画について、あれだけの規模ですから、一、二年に

なるのかどうか分かりませんが、この計画を秋ぐらいまでに立てるとい

う中で、もしそれが相当先になれば、やはり検討する必要がある。今、

委員が言われることを含めて検討していきたいと思います。 
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長谷川知司委員  秋に検討されたとしても、今、大型プロジェクトが結構あり

ますので、相当かかるっていうのはもう見えているんですが、早急にで

きる可能性があれば理解しますが、今の答弁では理解できません。 

 

堀川総合政策部長  もう一度言いますが、秋には指針が出ますので、その指針

ができた時点で明らかにしたいと思っています。 

 

杉本保喜委員  ９１ページ、防災士育成補助金ですが、これは昨年同様の金額

が上がっているんですけれど、２６年度の状況はどうですか。 

 

大下総務課危機管理室長  一応決算見込みは７万円程度と見ています。 

 

杉本保喜委員  予定よりははるかに少なかったということですよね。昨年度か

ら、職員に防災士の資格を取らせてもらいたいという話を何度もしてき

ました。その理由は、防災士が何を学んで、どのような自助共助をやろ

うとしているか、これを理解するためには、防災士の認定資格を取るこ

とが一番分かりやすいと話もしてきました。それで、職員の研修という

項目の中で、もっと勉強する中の一つに入れてはどうかという話も一般

質問でしました。この２７年度においてはどのようにお考えか話してく

ださい。 

 

大下総務課危機管理室長  職員がまず自覚を持ってやらないと、自助、共助、

公助について示しがつかないというのを重々感じています。ということ

で、これは関係各課で調整して、検討していきたいと思っています。 

 

杉本保喜委員  結論は９月ぐらいには出さないと１０月には講習が始まるんで

す。ぜひ、この講習の中に職員１名以上必ず入れていただきたいと思い

ます。その辺のところ、確約をお願いしたいんですが、いかがでしょう

か。 

 

中村総務部長  職員というところも御指摘のとおりですが、この補助事業につ

いては、まず市民の方にという思いもありましたので、状況を見て、職

員についても考えていきたいと思います。 

 

岩本信子委員  ちょっと戻りますけど、男女共同参画の推進ですが、以前にも

言ったんですけど、女性相談員です。一切予算化されていないんですけ
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ど、女性相談員は国から補助金が出るらしいんですけれど、そういうこ

とは御存じですか。 

 

山根人権・男女共同参画室長  今の件は、児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業

費国庫補助金のことだと思います。婦人相談員手当として、１人上限一

月１０万６,８００円プラス活動費年間４万９,０００円の２分の１補助

ということで、これは国の予算の範囲内で予算が付けば、７月の初めに

募集があり、決定は１２月です。補助金があることは重々承知していま

すけれども、件数が現状２０件程度ですし、その後の効果とか立証とか

難しい面もありますので、現状においては、庁内の関係各課と連絡協調

しながら、相談に努めているところです。 

 

岩本信子委員  この補助金をもらうためにはかなりハードルが高いとか、そう

いう意味に取ったんですけど、山陽小野田市は少ないんですけど、隣の

宇部市に行きましたら、かなりの相談事が来ています。多分、山陽小野

田市からもかなり行かれているんですけど。こちらには、女性相談員を

国庫補助で付けています。うちも補助金が付くんでしたら、その点はク

リアして相談員を置くことを来年度は考えていただけないでしょうか。 

 

山根人権・男女共同参画室長  事業を実施していく限りにおいては、継続して

できる形を作ってから実施していきたいと思いますし、補助金が付く、

付かないにかかわらず置きたいという気持ちは変わりませんので、内容

について、今後、関係課と考えていきます。 

 

芳司企画課長  先ほどの厚狭地区の複合施設の件です。１年前、地元の自治協

からいただいた要望、それに対する回答については、時報サイレン、時

を告げるサイレンという意味で私ども捉えていましたので、そういう回

答をしました。ただ、先般の総務委員会でもあったようですけど、いわ

ゆる家路の鐘という目的です。私どもとしても、担当、青少年健全育成

は社会教育課になろうかと思うんですけれど、そちらともまた協議して

いきたいと思っています。それと理解いただきたいのが今回整備してい

ます建物が２階屋ということがあります。これまでは、結構高いところ

だったんですけれど、２階の屋上となると、近隣への影響も当然考えな

いといけないということもありますので、周辺の自治会にも確認しなが

ら、検討を進めていくということになろうかと思っています。ただ、今

回の整備については、資料２０ページ、今回の整備事業の工事工程を掲

載しています。今、主棟建築主体工事をやってもらっているんですが、
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以前、工期の延長、２週間ちょっとの遅れが生じました。今の段階では、

その後のフォローアップによって、５日から７日ぐらいの遅れまで取り

戻しているという話も聞いているんですけれど、それでもやはり７月末

までの完了予定です。何とかこの予定でその後の外構等も含めて整備を

進めて、来年２月の供用開始にこぎつけたいという思いがありますので、

家路の鐘等の設置は、するとしても、その後ということで理解してほし

いと思っています。 

 

大下総務課危機管理室長 防災サイレンについては、平成２２年４月の厚狭川

水害があったということで、新総合事務所に移設できないか、メーカー

を調べて検討しました。モーターサイレンは昭和４０年ごろのもので、

もう５０年経過しているということで、メーカーに相談したんですけど

も、移設はできないことはないけども、鳴らないかもしれないという回

答が得られましたので、断念しました。それから、２番目として、同等

のサイレンを付けたらどのぐらいの金額になるかと聞いたんですけども、

やはり２００万円から３００万円ぐらいかかるという見積りをもらいま

した。そういった面から、サイレンよりは防災面では防災行政無線、い

わゆる同報装置、拡声器のほうが主流になっていますので、同じ金額を

出すならばそちらを付けたほうがよいという判断をしまして、現在、そ

の同報装置、拡声器については、川上会館、総合事務所、それから厚狭

駅南のさくら公園に設置しています。ということで、もう既に同報装置

は総合事務所に設置してありますので、厚狭川付近に付けるのが適当で

はなかろうかという回答をしました。 

 

長谷川知司委員  解体した後どうするかを聞きたいと思います。図書館の土地

は民間所有と聞いていますので、返されると思いますが、公民館の跡地

はどうするのか。 

 

芳司企画課長  当初は駐車場ということでも考えていましたけど、その後、売

却という選択肢も出てきています。正直な話、現段階では未定ですが、

来年度、早い段階でどう活用していくのか決定していきたいと考えてい

ます。 

 

伊藤實委員長  それでは、他に総務費の関係はいいですか。それでは、３番の

項目についての審査を終わります。ここで、１０分休憩して、２０分か

ら、２款総務費の２項から行います。 
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午後４時１０分休憩 

 

 

午後４時２０分再開 

 

伊藤實委員長  それでは、休憩前に引き続き委員会を再開します。審査５番の

２款総務費について、最初に６番の事業で、通知カード・個人番号カー

ド関連事務委任事業について執行部の説明を求めます。 

 

岡原市民課長  それでは、事業番号６番、社会保障・税番号制度導入に伴う通

知カード・個人番号カード関連事務委任事業について説明します。資料

２１ページ、平成２５年５月３１日、行政手続における特定の個人を識

別する番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法が公布され、社会保

障・税番号制度が導入されます。この制度においては、住民票を有する

全ての人に対して、住民票コードをもとに生成された１人１番号の重複

のない１２桁の個人番号、マイナンバーを付番し、社会保障、税、災害

対策の各分野で利用されることとなりました。国の行政機関や地方公共

団体などでは、法に定められた分野の事務に限り、保有する個人情報と

マイナンバーとをひも付けて、効率的に情報の管理を行い、さらにマイ

ナンバーを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅

速かつ確実にやり取りすることができるようになります。平成２７年、

本年１０月から、個人に個人番号が通知カードにより付番、通知され、

平成２８年１月から、希望者には個人番号カードが交付されます。番号

法においては、個人番号を指定し、その者に対して個人番号を通知カー

ドにより通知すること、また個人から申請があったときは個人番号を交

付することが市町村の事務とされています。これら通知カード・個人番

号カード関連事務は、通知カード並びに個人番号カードに関する総務省

令で、地方公共団体情報システム機構に委任することができると規定さ

れました。市町村の事務負担の軽減や費用の抑制の観点から、地方公共

団体情報システム機構が関連事務を一括して行うこととなり、市町村は

関連事務に要する費用に相当する金額を交付金として機構に交付します。

住民基本台帳の人口をもとに算定された平成２７年度の本市の交付金の

額は、２,２４１万５,０００円と通知されたところです。これは予算書

１１７ページです。この交付金に対しては、国庫補助金が１００％措置

されます。補助金については、予算書の３７ページ、１４款２項１目１

節の国庫補助金に計上してあります。それでは、資料２３ページ、機構

に委任する事務の内容が表のとおりとなっています。これらの関連事務
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を通知カード・個人番号カードの作成、発送の流れで表したものが資料

２４ページ上の段の表に図となっています。機構が通知カードを作成し、

今年１０月以降、順次全住民に送付します。通知カードには個人番号カ

ードの発行申込書が同封されており、個人番号カードを希望される人は

申込書ほか必要書類を添えて機構に返送します。申し込みのあった個人

番号カードは、機構で製造、発行され、住民票のある市町村に送付され

ます。機構から個人番号カードを受理した市町村は、発行前の処理を行

った後、住民にカード交付通知書を送付します。交付通知書を受け取っ

た住民は、市町村の窓口でカードを受け取るという流れになります。こ

れら関連する事務に対して、市町村が機構に交付金を支払うということ

になります。これは個人番号カード発行に関する流れですが、この申請

の流れが機構を通して発送するようになっていますが、これは一つの申

請の方法であり、機構ではまた何種類か申請方法を考えています。それ

については、未定のところが多いので、決まり次第、住民の方に説明で

きるようになると思っています。これはあくまでも一つのモデルプラン、

一つの方法として理解してください。２１ページ、本市の通知カード、

個人番号カードの発行予定数ですが、通知カードは世帯ごとに郵送され

る予定ですので、事業調書作成時の世帯数を上げています。２万８,５４

８世帯という予定していますが、個人番号カードの需要は、現時点では

つかみ切れていないというのが実情です。来年１月からは、社会保障、

税に関係する届出や申請書類に個人番号を記入してもらうことになりま

すが、通知カードと本人確認の証明書があれば十分対応できますので、

直ちに個人番号を作らなければならないというわけではありません。た

だし、現在、住民基本台帳カードをお持ちの方で、カードに格納した確

定申告等で使用する電子証明書の有効期間が切れる方は、住基カードの

有効期間があっても、電子証明書を更新することはできませんので、該

当者は１月から個人カードに順次切り換えていくと想定しています。例

年の実績で１００件程度の申請になると考えています。資料２６ページ、

通知カードに記載されるのは、氏名、住所、生年月日、性別の４情報と

個人番号で、顔写真は付きません。個人番号カードは、表面に氏名、住

所、生年月日、性別の４情報と顔写真が、裏面に個人番号カードが記載

されます。また、個人番号カードに搭載されるＩＣチップには、本人確

認を確実に行うために券面記載情報や顔写真が記録されるほか、公的個

人認証に係る電子証明書も標準搭載されますが、税関係情報や年金関係

情報などの特定個人情報は記録されません。通知カード、個人番号カー

ドとも交付手数料は無料です。２６ページの資料は、この資料を提出し

た時点のものですので、手数料は今後検討と書かれていますけども、最
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初の手数料は無料となっています。なお、２８年１月から、個人番号カ

ードの発行を開始するに伴い、これまで発行していた住民基本台帳カー

ドの新規発行は終了します。現在お持ちの住基カードは、本人情報に変

更がない限り、有効期限まで使用できます。個人番号カード関連事務を

含めて、マイナンバー制度に関しては、いまだ検討中の事項も多くあり

ますが、関係機関、庁内部署との連携を密にして、制度導入に取り組ん

でいきたいと考えています。 

 

伊藤實委員長  それでは、６番の通知カード・個人番号カード関連事務委任事

業についての説明がありました。質疑を受けます。 

 

吉永美子委員  要は個人番号カードを無料で持ったときの利便性というのが、

市民からすると大きなメリットに当然なるわけですが、その３番目、市

町村、都道府県、国の機関等による付加サービスの利用と、これは具体

的にどのような付加サービスが利用できるようになるのかをお知らせく

ださい。 

 

岡原市民課長  今、国で想定しているのが、これに市町村独自の図書カードな

どを搭載するとか、あとは市町村がコンビニ交付に参加しようとすると

きには、このカードで利用者認証ができますので、それに利用する。い

ろいろと国もカードの普及ということに関して考えているようですが、

健康保険証と一緒にしようとか、いろいろあると思います。ただし、何

でもこの１枚に集約するということがいいのかというところもあります

ので、付加価値をつけるということに関しても、まず市民の利便性、そ

れから行政の効率性などを考えて、慎重に検討していく必要があるかと

思います。 

 

吉永美子委員  慎重に検討してもらう中で、市民にとって持ったことによる利

便性というか、サービスの向上が上がればということは期待しています。

そんな中で、１,０００人ということで目標を立てているわけですが、ど

のようにこの個人番号カードを持つように市民に呼びかけを広報してい

ただけるのか、１点、お知らせください。 

 

岡原市民課長  個人番号カードの発行開始の前に現時点で住民基本台帳カード

を発行しているわけですが、市内では新規に年間２００件から２５０件。

１,０００件という目標を上げていますけども、住基カードの実績を考え

ると、なかなか大変なのかなと考えています。ただし、今後は、車を手
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放して運転免許証を持たない高齢者の方も増えてきますので、それに代

わる公的な身分証明書としても使えますので、広報などを通じてＰＲし

ていきたいと思っています。 

 

岩本信子委員  まず通知カード、これは各世帯に送られる。これがきちんとそ

の人に届いたという確認はどうとられるんですか。 

 

岡原市民課長  この通知カードは、機構から各世帯に送付されるのですが、送

付に際しては、簡易書留を利用します。必ず受取りが確認できる方法で

お届けします。それと、転送をしませんので、手元に届かなかったもの

は全て機構、市町村に戻るようになっていますので、間違ったところに

届いたり、ポストの中に入れっ放しになったり、そういうことはないと

考えています。 

 

岩本信子委員  入院中の方とか施設に入っている方とか、一応住民票はそちら

にあっても個人的に使えない状況、そういう人たちの場合は、別に利用

しなくてもいいという考え方でよろしいんですか。 

 

岡原市民課長  個人番号カードは、通知カードが手元に届かなくても、１人１

つずつなので、申請とか届出の際には必要になります。そのときには、

実際に住民登録しているところにいないで、施設にいるとか親族のとこ

ろに一時的に身を寄せているとか、そういう方に関しては、まだ想定の

段階ですけども、その居所の市町村に連絡して、居所の市町村と住民登

録をしている市町村の間で連絡を取り合って、本人に通知カードが届く

ような方法も今検討されているようです。ただ、通知カードが届かなく

ても、個人番号を記載した住民票をとると、そこで確認も可能です。 

 

岩本信子委員  死亡した場合はどういう手続になるんですか。 

 

岡原市民課長  住基カードと同じ扱いになるかと思いますけれども、カードを

出していたら、無効になります。住民票の手続と同時にカードを親族で

窓口まで届けてもらえればいいと思っています。 

 

下瀬俊夫委員  住基カードと一緒で、まず一つは市民がよく知らないというこ

とがあります。もう一つは、この利用価値がどうだろうかというのがあ

って、どの程度これが広がるかが懸念材料です。もう一つは、コンビニ

でこれを使える仕組みになってしまうと個人情報がかなりそれを通じて
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広がっていく。インターネットの関係で個人情報の流出は防ぎようがな

いと言われているわけですよ。問題は、このカードの中にどういう情報

を入れるかという、そこら辺に大きな問題が出てくるんじゃないかなと。

行政としては、今、何と何の情報を入れようと考えていますか。 

 

岡原市民課長  カードの中に入れる情報ですけれども、先ほど説明したように、

カード自体には氏名、住所等の４情報と個人番号になります。その中に、

その人の税の情報とか年金の情報とかいった情報を記録するものではあ

りません。マイナンバーを使って情報を各機関でやり取りするというこ

とですので、カード自体には重要な情報というか、そういったものは入

らないようになっています。 

 

下瀬俊夫委員  例えば、先ほど言われた国民健康保険の番号とか、あるいは将

来的に、これはよくわからないんだけど、例えば口座番号とか、実は考

え方によってはいろいろ入れられる可能性もあるわけですよ。そこら辺

の懸念材料があるから、いわゆる個人情報の秘密がどれだけ守られるん

だろうかという点での懸念材料になっているわけよ。もう一つは、やっ

ぱりマイナンバーの最大のメリットは、いわゆる税金とのかかわりです

よ。だから、将来的にこれがどういう使われ方をするのかというところ

に国民的には大変懸念があるという話です。 

 

伊藤實委員長  それでは、所管のほうで、またじっくりこの件はしていただき

たいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、２款の２項徴

税費の１１０ページ、まず２項の部分について質疑を受けたいと思いま

す。（「なし」と呼ぶ者あり）それでは、３項住民基本台帳費、よろし

いですか。 

 

下瀬俊夫委員  この住基カードとマイナンバーのすみ分け、当分の間は同居す

るわけでしょう。いわゆる両方持っている可能性も出てくるよね。 

 

岡原市民課長  住基カードをお持ちの方で個人番号カードに切り替えようとす

る方は、個人番号カードのみということになります。 

 

伊藤實委員長  次、４項の選挙費、ありますか。よろしいですか。次、５項の

統計調査費。いいですか。６項監査委員費。いいですか。それでは、審

査番号５の２款総務費までの審査を終了します。それでは、本日の委員

会を終了します。どうもお疲れさまでした。 
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午後４時４５散会 

 

平成２７年３月１３日 

 

一般会計予算決算常任委員会委員長 伊 藤  實 

 


